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令 和 元 年 第 ４ 回 岩 泉 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 １ 号 ） 

招 集 年 月 日 令 和  元 年 １ １ 月 ２ １ 日 

招 集 の 場 所 岩 泉 町 議 会 議 事 堂 

開 会 、 開 議 、 散 会 

延 会 、 閉 会 の 日 時 

開 会 令和 元年１２月  ５日 午前１０時００分 

散 会 令和 元年１２月  ５日 午後  ２時４５分 

 

出 席 及 び 欠 席 議 員 

 

出席１４人 

欠席 ０人 

 

 （凡例） 

○  出 席 

×  欠 席 

議員 

番号 
氏     名 

出欠 

の別 

議員 

番号 
氏     名 

出欠 

の別 

１ 畠 山 昌 典 ○ ９ 菊 地 弘 已 ○ 

２ 畠 山 和 英 ○ １０ 合 砂 丈 司 ○ 

３ 小 松 ひとみ ○ １１ 畠 山 直 人 ○ 

４ 八重樫 龍 介 ○ １２ 三田地 泰 正 ○ 

５ 三田地 久 志 ○ １３ 野 舘 泰 喜 ○ 

６ 林 﨑 竟次郎 ○ １４ 加 藤 久 民 ○ 

７ 坂 本   昇 ○    

８ 三田地 和 彦 ○    
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会議録署名議員 

５ 番 三田地 久 志 ６ 番 林 﨑 竟次郎 

７ 番 坂 本   昇   

職務のため議場 

に出席した者の 

職・氏名     

事 務 局 長 箱 石 良 彦 
副 主 幹 兼 

議 事 係 長 
大 森 淳 一 

主 査 佐々木 美穂子   

地 方 自 治 法 第 

1 2 1 条 の 規 定 

に よ り 説 明 の 

た め 出 席 し た 

者 の 職 ・ 氏 名 

町     長 中 居 健 一   

副  町  長 山 﨑 重 信 副  町  長 末 村 祐 子 

教  育  長 三 上   潤 
危機管理監兼 

危機管理課長 
佐々木 重 光 

総 務 課 長 應 家 義 政 政策推進課長 三 浦 英 二 

会計管理者兼 

税務出納課長 
中 川 英 之 町 民 課 長 三 上 久 人 

保健福祉課長 田 鎖 英 明 経済観光交流課長 馬 場   修 

農林水産課長 佐々木 修 二 
地域整備課長 

兼 復 興 課 長 
佐々木   真 

上下水道課長 三 上 訓 一 消防防災課長 和 山 勝 富 

教 育 次 長 三 上 義 重   

議 事 日 程 別 紙 議 事 日 程 の と お り 

会 議 に 付 し た 事 件 別 紙 の と お り 

議 事 の 経 過 別 紙 の と お り 
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令 和 元 年 第 ４ 回 岩 泉 町 議 会 定 例 会 

 

 議 事 日 程（第１号） 

 

令和 元年１２月 ５日（木曜日）午前１０時００分開会 

     開 会 の 宣 告 

     開 議 の 宣 告 

     議事日程の報告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 報告第１号 安家地区複合施設建築工事の請負変更契約締結の専決処分について 

日程第 ５ 報告第２号 安家地区複合施設電気設備工事の請負変更契約締結の専決処分について 

日程第 ６ 報告第３号 安家地区複合施設機械設備工事の請負変更契約締結の専決処分について 

日程第 ７ 報告第４号 ＩＰ告知システム更新工事の請負変更契約締結の専決処分について 

日程第 ８ 報告第５号 携帯電話用伝送路本復旧工事の請負変更契約締結の専決処分について 

日程第 ９ 報告第６号 準用河川鼠入川河川災害復旧（その２）工事の請負変更契約締結の専決 

            処分について 

日程第１０ 報告第７号 小本漁港地域水産物供給基盤整備（北防波堤）工事の請負変更契約締結 

            の専決処分について 

日程第１１ 報告第８号 その他町道扇の沢線ほか災害復旧工事の請負変更契約締結の専決処分に 

            ついて 

日程第１２ 報告第９号 林道黒森線ほか災害復旧工事の請負変更契約締結の専決処分について 

日程第１３ 承認第１号 令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第３号）の専決処分に関し承認を 

            求めることについて 

日程第１４ 承認第２号 令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第３号）の専決処分に関 

            し承認を求めることについて 

日程第１５ 承認第３号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分に関し承認を求 



- 4 - 

            めることについて 

日程第１６ 承認第４号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分に関し承認を求 

            めることについて 

日程第１７ 承認第５号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分に関し承認を求 

            めることについて 

日程第１８ 承認第６号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分に関し承認を求 

            めることについて 

日程第１９ 議案第16号 日影橋ほか災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めること 

            について 

日程第２０ 議案第17号 林道沢山線（２号箇所ほか）災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し 

            議決を求めることについて 

日程第２１ 議案第18号 林道泉沢線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めること 

            について 

日程第２２ 議案第19号 林道平庭線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めること 

            について 

日程第２３ 議案第20号 林道松橋線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めること 

            について 

日程第２４ 議案第21号 林道沢倉線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めること 

            について 

日程第２５ 議案第22号 財産（動産）の取得に関し議決を求めることについて 

日程第２６ 議案第23号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手 

            県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることに 

            ついて 

日程第２７ 議案第24号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることに 

            ついて 

日程第２８ 議案第25号 宮古地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることに 

            ついて 

日程第２９ 議案第26号 町道路線の廃止について 
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日程第３０ 議案第１号 岩泉町表彰条例の一部を改正する条例について 

日程第３１ 議案第２号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条 

            例について 

日程第３２ 議案第３号 一般職の職員の給与に関する条例及び岩泉町一般職の任期付職員の採用 

            等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第４号 岩泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

            部を改正する条例について 

日程第３４ 議案第５号 平成28年台風第10号災害に係る農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴 

            収条例の一部を改正する条例について 

日程第３５ 議案第６号 岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正 

            する条例について 

日程第３６ 議案第７号 岩泉町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

日程第３７ 議案第８号 岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例につい 

            て 

日程第３８ 議案第９号 岩泉町奨学資金に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第３９ 議案第10号 令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第４号） 

日程第４０ 議案第11号 令和元年度岩泉町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第４１ 議案第12号 令和元年度岩泉町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第４２ 議案第13号 令和元年度岩泉町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

日程第４３ 議案第14号 令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第４４ 議案第15号 令和元年度岩泉町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第４５ 請願第４号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める請願 

日程第４６ 請願第５号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願 

日程第４７ 請願第６号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願 

日程第４８ 一般質問 

     散 会 の 宣 告 
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    ◎開会の宣告 

〇議長（加藤久民君） ただいまから令和元年第４回岩泉町議会定例会を開会します。 

  ただいまの出席議員は14人です。定足数に達していますので、会議は成立しました。 

  なお、８番、三田地和彦君から所用のため早退する旨届け出が提出されておりますので、報告

します。 

（午前１０時００分） 

                                           

    ◎開議の宣告 

〇議長（加藤久民君） これから本日の会議を開きます。 

                                           

    ◎議事日程の報告 

〇議長（加藤久民君） 本日の議事日程はお手元に配りましたとおりです。 

                                           

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（加藤久民君） 議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定によって、５番、三田地久志君、６番、

林﨑竟次郎君、７番、坂本昇君を指名します。 

                                           

    ◎会期の決定について 

〇議長（加藤久民君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

  お諮りします。お手元に配りました会期日程案は、12月２日、議会運営委員会で決定を見たも

のでありますが、本定例会の会期はお手元に配りました案のとおり、本日から12月10日までの６

日間にしたいと思います。これに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から12月10日までの６日間に決定しました。 
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    ◎諸般の報告 

〇議長（加藤久民君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議会活動及び宮古地区広域行政組合議会定例会、岩手県沿岸知的障害児施設組合議会定例会、

岩手県後期高齢者医療広域連合議会定例会及び臨時会の議決事件の概要報告は、印刷し、お手元

に配りましたとおりです。ご了承願います。 

  ここで報告がありますので、議会事務局長から報告させます。 

  箱石事務局長。はい、どうぞ。 

〇事務局長（箱石良彦君） では、合砂丈司議員の宮古地区広域行政組合議会の副議長就任につい

てご報告を申し上げます。 

  合砂丈司議員が、去る11月５日、宮古市役所議場にて開催されました令和元年10月宮古地区広

域行政組合議会定例会において副議長に当選し、就任されましたので、ご報告申し上げます。 

  次に、昆忠泰元議長が、去る11月13日に全国町村議会議長会創立70周年記念表彰を受賞しまし

た。これは、岩泉町議会議員として30年以上在職し、功労が認められ、表彰をされたものであり

ます。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） これで諸般の報告を終わります。 

                                           

    ◎報告第１号～報告第９号の上程、報告 

〇議長（加藤久民君） 日程第４、報告第１号から日程第12、報告第９号までの報告を行います。 

  報告第１号 安家地区複合施設建築工事の請負変更契約締結の専決処分についてから報告第９

号 林道黒森線ほか災害復旧工事の請負変更契約締結の専決処分についてまで順番に報告を求め

ます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） おはようございます。よろしくお願いします。 

  それでは、報告第１号 安家地区複合施設建築工事の請負変更契約締結の専決処分について。 

  安家地区複合施設建築工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及
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び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規定

により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。専決処分書。安家地区複合施設建築工事の請負変更契約

の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、

次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、安家地区複合施設建築工事。 

  ２、工事場所、岩泉町安家字日蔭地内。 

  ３、契約金額、当初請負額２億6,760万2,400円。変更請負額２億7,255万8,000円。変更による

増額495万5,600円。 

  ４、請負者、住所、久慈市長内町第24地割162番地、氏名、下舘建設株式会社、代表取締役、下

舘康見。 

  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第２号 安家地区複合施設電気設備工事の請負変更契約締結の専決処分について。 

  安家地区複合施設電気設備工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規

定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の

規定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。専決処分書。安家地区複合施設電気設備工事の請負変更

契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づ

き、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、安家地区複合施設電気設備工事。 

  ２、工事場所、岩泉町安家字日蔭地内。 

  ３、契約金額、当初請負額7,052万4,000円。変更請負額7,183万円。変更による増額130万6,000円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町岩泉字太田15番地１、氏名、株式会社奥村電気商会岩泉営業所、所

長、三上茂幸。 
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  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第３号 安家地区複合施設機械設備工事の請負変更契約締結の専決処分について。 

  安家地区複合施設機械設備工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規

定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の

規定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をお願いします。専決処分書。安家地区複合施設機械設備工事の請負変更契

約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、

次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、安家地区複合施設機械設備工事。 

  ２、工事場所、岩泉町安家字日蔭地内。 

  ３、契約金額、当初請負額9,720万円、変更請負額9,900万円、変更による増額180万円。 

  ４、請負者、住所、宮古市八木沢三丁目11番５号、氏名、株式会社菊地建設、代表取締役、菊

地和弘。 

  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第４号 ＩＰ告知システム更新工事の請負変更契約締結の専決処分について。 

  ＩＰ告知システム更新工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及

び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規定

により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページをお願いします。専決処分書。ＩＰ告知システム更新工事の請負変更契約の締結に

ついて、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、次のとお

り専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、ＩＰ告知システム更新工事。 

  ２、工事場所、岩泉町全域。 

  ３、契約金額、当初請負額１億886万4,000円。変更請負額１億1,088万円。変更による増額201万
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6,000円。 

  ４、請負者、住所、盛岡市中央通１丁目２番２号、氏名、東日本電信電話株式会社岩手支店、

支店長、星伸寿。 

  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第５号でございます。携帯電話用伝送路本復旧工事の請負変更契約締結の専決処分

について。 

  携帯電話用伝送路本復旧工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定

及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規

定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をお願いいたします。専決処分書。携帯電話用伝送路本復旧工事の請負変更

契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づ

き、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、携帯電話用伝送路本復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町全域。 

  ３、契約金額、当初請負額１億260万円。変更請負額１億450万円。変更による増額190万円。 

  ４、請負者、住所、宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番23号、氏名、株式会社ＴＴＫ、代表取

締役社長、土肥幹夫。 

  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第６号 準用河川鼠入川河川災害復旧（その２）工事の請負変更契約締結の専決処

分について。 

  準用河川鼠入川河川災害復旧（その２）工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条

第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。専決処分書。準用河川鼠入川河川災害復旧（その２）工

事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定に
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ついてに基づき、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、準用河川鼠入川河川災害復旧（その２）工事。 

  ２、工事場所、岩泉町鼠入字上鼠入地内ほか。 

  ３、契約金額、当初請負額8,478万円。変更請負額8,635万円。変更による増額157万円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町岩泉字大館19番地１、氏名、県北緑化株式会社、代表取締役、昆野

裕治。 

  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第７号 小本漁港地域水産物供給基盤整備（北防波堤）工事の請負変更契約締結の

専決処分について。 

  小本漁港地域水産物供給基盤整備（北防波堤）工事の請負変更契約の締結について、地方自治

法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分した

から、同条第２項の規定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページをお願いします。専決処分書。小本漁港地域水産物供給基盤整備（北防波堤）工事

の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定につ

いてに基づき、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、小本漁港地域水産物供給基盤整備（北防波堤）工事。 

  ２、工事場所、岩泉町小本字小本地内。 

  ３、契約金額、当初請負額１億9,764万円。変更請負額２億130万円。変更による増額366万円。 

  ４、請負者、住所、久慈市新中の橋第４地割35番地の３、氏名、宮城建設株式会社、代表取締

役社長、竹田和正。 

  ５、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  次に、報告第８号 その他町道扇の沢線ほか災害復旧工事の請負変更契約締結の専決処分につ

いて。 

  その他町道扇の沢線ほか災害復旧工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１

項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第
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２項の規定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページをお願いします。専決処分書。その他町道扇の沢線ほか災害復旧工事の請負変更契

約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、

次のとおり専決処分する。 

  令和元年11月８日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、その他町道扇の沢線ほか災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町大川字扇の沢地内。 

  ３、契約金額、当初請負額5,724万円。変更請負額5,502万6,000円。変更による減額221万4,000円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町門字中瀬51番地14、氏名、株式会社畑中組、代表取締役、畑中善四

郎。 

  ５、変更理由、ブロック積工等の数量の変更による減。 

  次に、報告第９号 林道黒森線ほか災害復旧工事の請負変更契約締結の専決処分について。 

  林道黒森線ほか災害復旧工事の請負変更契約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定

及び町長の専決事項の指定についてに基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第２項の規

定により報告する。 

  令和元年12月５日、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。専決処分書。林道黒森線ほか災害復旧工事の請負変更契

約の締結について、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決事項の指定についてに基づき、

次のとおり専決処分する。 

  令和元年９月26日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、工事名、林道黒森線ほか災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町門字救沢地内ほか。 

  ３、契約金額、当初請負額8,424万円。変更請負額7,845万3,360円。変更による減額578万6,640円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町門字中瀬51番地14、氏名、株式会社畑中組、代表取締役、畑中善四

郎。 

  ５、変更理由、ブロック積工等の数量の変更による減。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 
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〇議長（加藤久民君） これで報告第１号から報告第９号までの９件全部の報告を終わります。 

                                           

    ◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第13、承認第１号 令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第３号）の

専決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 承認第１号 令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第３号）の専決処

分に関し承認を求めることについて。 

  地方自治法第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定

により、議会の承認を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第３号）。 

  令和元年度岩泉町の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億7,640万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121億8,347万9,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正）、第２条、既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  地方自治法第179条第１項の規定に基づき、上記のとおり専決処分する。 

  令和元年10月12日、岩泉町長、中居健一。 

  今回の補正（第３号）でございますけれども、台風第19号の復旧関連予算をお願いしていると

ころでございまして、歳出の主な内容としましては、道路橋梁、災害復旧で8,460万円、それから

林業施設で4,100万円、歳入につきましては、主なものでは繰越金が１億2,915万3,000円、災害復

旧債が2,500万円というような内容となってございまして、地方債は災害復旧事業債が加わります

ので、限度額を14億1,880万円とするものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 
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〇議長（加藤久民君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから承認第１号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） ２番です。よろしくお願いします。 

  今回台風19号の復旧関係ということであります。ここで、歳入等で災害救助法に基づく国の交

付金等が、国からのお金が来るわけ、歳入があるわけでありますけれども、これ以外の、歳入以

外に後で予定されるもの等々ありますでしょうか。まず、それをお願いします。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 19号関連でありますと、まず補助災害は大規模なものということで、

そちらのほうは大きなものが余りなかったのですね。今のところ林道の１件だけが該当するかな

と思っていました。その他につきましては、今のところ予定されているものはございません。 

  10号の場合は、保険金等々もありましたけれども、今回の部分については大規模なものがござ

いませんので、予定はされていないところではございますけれども、若干今後補助金等、例えば

被災者支援の部分で県の補助金等々もありますけれども、大きなものとしては今のところは予定

はされていないと認識をしてございます。 

〇議長（加藤久民君） ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） 補助災害はこれには入っていない、今からというお答えです。それで、今

までかかった経費、町がかけた事務費についての、この法律に基づく歳入等は見込みはないとい

うことでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 事務費の部分につきましては、今のところは予定はされていないと。

規模的な部分もございますので、そう認識してございます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） 歳入の関係でお伺いします。歳入が繰越金で１億2,900万円ということです

が、これを台風災害につぎ込んだことによって、通常事業の本年度に影響するというふうなこと

は何か考えられるのか、それとも全然問題がないか、お願いします。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 本年度の繰越金でございますけれども、実は前年度10号災害の関係も
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あって、結構残額といいますか、繰越金が大きくなりまして、今のところは何とか大丈夫かなと

考えてございます。今回の議会で補正のほうでもお願いをしていますけれども、今回繰越金全額

予算計上をいたしますけれども、予算計上したことによりまして、基金の繰り戻しのほうも出て

きますので、何とかやれるのかなと考えております。 

〇議長（加藤久民君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） これで質疑を終わります。 

  これから承認第１号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから承認第１号を採決します。 

  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、承認第１号は承認することに決定しました。 

                                           

    ◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第14、承認第２号 令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第

３号）の専決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 承認第２号 令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第３号）

の専決処分に関し承認を求めることについて。 

  地方自治法第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定

により、議会の承認を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次のページの別紙をお願いいたします。令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第３号）。 
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  令和元年度岩泉町の観光事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ582万4,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億1,879万6,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方自治法第179条第１項の規定に基づき、上記のとおり専決処分する。 

  令和元年10月12日、岩泉町長、中居健一。 

  今回の補正は、一般会計と同様に台風第19号の災害復旧関連の予算となってございます。歳出

におきましては温泉ホテルの屋根修繕工事532万4,000円が主なものでございまして、歳入では財

政調整基金を充当するものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから承認第２号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから承認第２号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから承認第２号を採決します。 

  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、承認第２号は承認することに決定しました。 

                                           

    ◎承認第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第15、承認第３号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専

決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 



- 18 - 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 承認第３号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分

に関し承認を求めることについて。 

  財産（動産）の取得に関する議決の一部変更することについて、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により、議会の承認を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次のページをお願いいたします。専決処分書。令和元年６月５日に議会の議決を得た財産（動

産）の取得についての一部を次のとおり変更する必要が生じたが、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、取得する財産、コンテナ積載車１台。 

  ２、契約金額、当初契約額918万円。変更契約額935万円。変更による増額17万円。 

  ３、契約の相手方、住所、宮古市津軽石第13地割482番地１、氏名、岩手日野自動車株式会社宮

古営業所、所長、南舘裕。 

  ４、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  今回の契約につきましては、消費税増ということで、10％になったことによります契約変更で

ございまして、納期につきましては２月28日を予定しているものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから承認第３号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから承認第３号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから承認第３号を採決します。 
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  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、承認第３号は承認することに決定しました。 

                                           

    ◎承認第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第16、承認第４号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専

決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 承認第４号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分

に関し承認を求めることについて。 

  財産（動産）の取得に関する議決の一部変更することについて、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により、議会の承認を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  別紙をごらん願います。専決処分書。令和元年７月30日に議会の議決を得た財産（動産）の取

得についての一部を次のとおり変更する必要が生じたが、特に緊急を要するため議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、地方自治法第179条第１項の規定に基づ

き、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、取得する財産、小型動力ポンプ付き積載車２台。 

  ２、契約金額、当初契約額1,987万2,000円。変更契約額2,024万円。変更による増額36万8,000円。 

  ３、契約の相手方、住所、紫波郡矢巾町広宮沢第11地割501番地14、氏名、互光商事株式会社、

代表取締役、玉川康介。 

  ４、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  これも先ほどの案件と同様でございまして、消費税増に伴うものでございまして、納期は２月

６日と予定されております。 
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  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから承認第４号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから承認第４号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから承認第４号を採決します。 

  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、承認第４号は承認することに決定しました。 

                                           

    ◎承認第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第17、承認第５号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専

決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 承認第５号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分

に関し承認を求めることについて。 

  財産（動産）の取得に関する議決の一部変更することについて、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により、議会の承認を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。専決処分書。令和元年７月30日に議会の議決を得た財産

（動産）の取得についての一部を次のとおり変更する必要が生じたが、特に緊急を要するため議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、地方自治法第179条第１項
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の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、取得する財産、スクールバス１台。 

  ２、契約金額、当初契約額625万8,600円。変更契約額637万4,500円。変更による増額11万5,900円。 

  ３、契約の相手方、住所、岩泉町尼額字下坪５番地13、氏名、有限会社細越自動車販売、代表

取締役、細越修児。 

  ４、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  これも同様でございまして、納期の予定が12月27日となっているものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから承認第５号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから承認第５号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから承認第５号を採決します。 

  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、承認第５号は承認することに決定しました。 

                                           

    ◎承認第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第18、承認第６号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専

決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 
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〇総務課長（應家義政君） 承認第６号 財産（動産）の取得に関する議決の一部変更の専決処分

に関し承認を求めることについて。 

  財産（動産）の取得に関する議決の一部変更することについて、地方自治法第179条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により、議会の承認を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次のページ、別紙をごらん願います。専決処分書。令和元年７月30日に議会の議決を得た財産

（動産）の取得についての一部を次のとおり変更する必要が生じたが、特に緊急を要するため議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、地方自治法第179条第１項

の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 

  令和元年10月１日、岩泉町長、中居健一。 

  記。１、取得する財産、岩泉町立小学校情報教育用パソコン等一式。 

  ２、契約金額、当初契約額1,684万8,000円。変更契約額1,716万円。変更による増額31万2,000円。 

  ３、契約の相手方、住所、盛岡市下太田沢田68―40、氏名、株式会社リードコナン、代表取締

役、伊東晃郎。 

  ４、変更理由、消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う増。 

  これも税率改正に伴うものでございまして、納期の予定は12月27日となっているものでござい

ます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提出者の説明が終わりました。 

  これから承認第６号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから承認第６号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから承認第６号を採決します。 

  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、承認第６号は承認することに決定しました。 

                                           

    ◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第19、議案第16号 日影橋ほか災害復旧工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第16号 日影橋ほか災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて。 

  日影橋ほか災害復旧工事の請負に関し、次のとおり変更契約を締結するため、地方自治法第96条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

  １、工事名、日影橋ほか災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町二升石字橋の下地内ほか。 

  ３、契約金額、当初請負額１億7,031万6,000円、変更請負額１億9,049万1,100円、変更による

増額2,017万5,100円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町岩泉字大館19番地１、氏名、県北緑化株式会社、代表取締役、昆野

裕治。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。仮設工の工法変更等に伴い、請負変更契約を締結しようとするものである。 

  次のページ、参考資料をごらん願います。工事期間でございますけれども、平成29年11月７日

に着工してございまして、令和２年３月31日完成予定となってございます。 

  工事概要でございますけれども、今回４カ所の４工区の変更を行っております。１工区目の28災

1380号では工法変更、それから桁架設工では２トンマイナス、それから仮設工で矢板圧入工をダ

ウンザホールハンマ工に変更をしてございます。これは、岩盤が固かったことから工法変更した

ものでございます。あと３工区につきましては、ブロック積工は計で２カ所が18平米の減、表層

工で１カ所、２平米の減となってございます。 
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  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第16号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） 今回の変更、仮設工ということであります。それで、これが大きな金額か

と思いますが、この災害査定をとるときの仮設工、矢板でやっているものが今回大きな工法が変

わるわけですけれども、災害査定の補助というか、その影響はないでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 今回仮設工の変更になったわけですが、これは災害

査定時と今回の実施での変更になっている分につきましては、協議を経て、これは了解を得てお

りますので、財源的にもこの分については穴をあけることなく、このままできるというふうにな

っておりました。 

〇議長（加藤久民君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） これで質疑を終わります。 

  これから議案第16号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第16号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第20、議案第17号 林道沢山線（２号箇所ほか）災害復旧工事の請負

変更契約の締結に関し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 
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  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第17号 林道沢山線（２号箇所ほか）災害復旧工事の請負変更契

約の締結に関し議決を求めることについて。 

  林道沢山線（２号箇所ほか）災害復旧工事の請負に関し、次のとおり変更契約を締結するため、

地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

  １、工事名、林道沢山線（２号箇所ほか）災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町二升石字案台地内。 

  ３、契約金額、当初請負額２億952万円、変更請負額１億7,779万9,320円、変更による減額3,172万

680円。 

  ４、請負者、住所、田野畑村羅賀268番地１、氏名、佐藤建設株式会社、代表取締役、佐藤治。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。コンクリート擁壁工等の数量の変更に伴い、請負変更契約を締結しようとするもの

である。 

  次のページの参考資料をごらん願います。工事期間でございますけれども、平成30年の４月25日

に着工してございまして、令和元年12月18日完成予定となってございます。 

  工事概要でございますけれども、６工区の変更箇所がございます。アンダーラインの部分でご

ざいますけれども、トータルで、コンクリート擁壁工は３カ所で104.2立米の減、路盤工が２カ所

で0.5平米の増、ブロック積工が１カ所で42.2平米の減、大型ブロック積工が１カ所で49.4平米の

増という内容となってございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第17号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから議案第17号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第17号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第21、議案第18号 林道泉沢線災害復旧工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第18号 林道泉沢線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて。 

  林道泉沢線災害復旧工事の請負に関し、次のとおり変更契約を締結するため、地方自治法第96条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

  １、工事名、林道泉沢線災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町袰綿字本町地内。 

  ３、契約金額、当初請負額３億3,480万円、変更請負額２億8,710万8,280円、変更による減額

4,769万1,720円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町門字中瀬51番地８、氏名、小野新建設株式会社、代表取締役、小野

友寛。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。コンクリート擁壁工等の数量の変更に伴い、請負変更契約を締結しようとするもの

である。 

  次のページの参考資料をごらん願います。工事期間でございますけれども、平成30年６月７日
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に着工してございまして、令和２年１月17日完成予定となってございます。 

  工事概要でございますけれども、今回の変更箇所は３工区でございまして、トータルで、コン

クリート擁壁工が３カ所、155.3立米の減となるものでございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第18号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから議案第18号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第18号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第22、議案第19号 林道平庭線災害復旧工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第19号 林道平庭線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて。 

  林道平庭線災害復旧工事の請負に関し、次のとおり変更契約を締結するため、地方自治法第96条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求める。 
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  １、工事名、林道平庭線災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町浅内字下川代地内ほか。 

  ３、契約金額、当初請負額１億8,360万円、変更請負額１億5,633万2,160円、変更による減額

2,726万7,840円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町岩泉字大館19番地１、氏名、県北緑化株式会社、代表取締役、昆野

裕治。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。コンクリート擁壁工等の数量の変更に伴い、請負変更契約を締結しようとするもの

である。 

  次のページの参考資料をごらん願います。工事期間でございますけれども、平成29年10月13日

に着工してございまして、令和元年12月18日完成予定となってございます。 

  工事概要でございますけれども、３工区の変更でございまして、トータルで、コンクリート擁

壁工が３カ所で206立米の減、大型ブロック積工が１カ所、41.5平米減、ブロック積工１カ所、2.5平

米の減となるものでございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第19号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから議案第19号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第19号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第23、議案第20号 林道松橋線災害復旧工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第20号 林道松橋線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて。 

  林道松橋線災害復旧工事の請負に関し、次のとおり変更契約を締結するため、地方自治法第96条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

  １、工事名、林道松橋線災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町二升石字滝野地内。 

  ３、契約金額、当初請負額１億368万円、変更請負額１億1,995万5,600円、変更による増額1,627万

5,600円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町門字水上52番地の１、氏名、高徳建設株式会社、代表取締役、高橋

清人。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。施工箇所を追加したことによる数量の変更に伴い、請負変更契約を締結しようとす

るものである。 

  次のページの参考資料をごらん願います。工事期間でございますが、平成30年４月25日着工し

てございまして、令和元年12月18日完成予定となってございます。 

  工事概要でございますけれども、一番上の１号箇所（その11）を追加してございまして、施工

延長で128.2メートル、コンクリート擁壁工31.5立米を追加するものでございます。当初は、県が

砂防関係で工事実施の予定でございましたけれども、それが今回町になるということで、追加工

事でございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 
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  これから議案第20号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから議案第20号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第20号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第24、議案第21号 林道沢倉線災害復旧工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第21号 林道沢倉線災害復旧工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて。 

  林道沢倉線災害復旧工事の請負に関し、次のとおり変更契約を締結するため、地方自治法第96条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

  １、工事名、林道沢倉線災害復旧工事。 

  ２、工事場所、岩泉町釜津田字沢口地内ほか。 

  ３、契約金額、当初請負額8,359万2,000円、変更請負額7,028万1,000円、変更による減額1,331万

1,000円。 

  ４、請負者、住所、岩泉町岩泉字大館19番地１、氏名、県北緑化株式会社、代表取締役、昆野
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裕治。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。盛土工等の数量の変更に伴い、請負変更契約を締結しようとするものである。 

  次のページの参考資料をごらん願います。工事期間でございますけれども、平成30年６月９日

着工してございまして、令和元年12月18日完成予定となってございます。 

  工事概要でございますけれども、２工区の変更でございまして、ブロック積工が1.5平米の減、

盛土工が402立米の減という内容でございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第21号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 議案の17号から21号まで、林道は今年度完成ということでございますが、

これは間違いないでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 林道につきましては、災害査定を受検して今実施し

ている分、こちらにつきましては全て今年度完了ということで、計画どおり進んでおります。 

〇議長（加藤久民君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） これで質疑を終わります。 

  これから議案第21号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第21号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第25、議案第22号 財産（動産）の取得に関し議決を求めることにつ

いてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第22号 財産（動産）の取得に関し議決を求めることについて。 

  次のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  １、取得する財産、種別、安家地区複合施設初度備品、形式及び数量は別紙のとおりでござい

ます。契約金額、1,045万円。 

  ２、取得の方法、買い入れ。 

  ３、契約の相手方、住所、岩泉町岩泉字太田10番地５、氏名、有限会社岩泉マッカラー商会、

代表取締役、長山敦。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。安家地区複合施設の初度備品を買い入れしようとするものである。 

  次のページに初度備品の一覧が記載してございますので、ごらん願います。納期は、令和２年

の３月30日を予定しております。 

  当初は、予算としまして1,944万円ほどお願いをしてございましたけれども、実は事務室分につ

きましては、台風10号で新しくした部分もございますので、新しい部分につきましては極力そち

らを利用するということで、不足分といいますか、整備しなければならない部分のみ今回買い入

れをしております。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第22号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） 初度備品の一覧表の別紙でありますが、入札にかける場合の品目で明細が

ないわけですが、入札の条件のときには規格とか、例えば車椅子といっただけでもいろんな種類

もあってみたり、それからチェアでも何でも、幅が600というだけだと相当の差もあるような気が
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しますが、何かそういうふうに明示をして入札をしているのかどうかはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） ご指摘のとおり、具体なところは示して入札をしてございまして、あ

る程度メーカーについてもこういったものということで、あとは同程度については認めるという

ような形で入札はしてございます。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 複合施設そのものが５月からの供用開始というふうに認識しておりますが、

ただいまの備品関係が３月31日納期ということは、これまでに施設そのものはでき上がっている

という判断でよろしいでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 施設につきましては、本年度を工期としてございますので、建物がで

きて、そして備品を入れて、準備をして、オープンに向けるというような流れで進めたいと考え

ております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） そうすると、備品も納入され、完全にでき上がった状態にあるにもかかわ

らず、それから１カ月を要するという理由をお示しください。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 備品と、それから引っ越しで約１カ月を要して、オープンに向けると

いう流れになってございます。年度末までに備品は納品をしてもらって、その後に設置をして、

それから現在ある支所の部分も持っていくもの、それから書類等もございますので、それに１カ

月間ぐらい要するということでございます。 

〇議長（加藤久民君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） これで質疑を終わります。 

  これから議案第22号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第22号を採決します。 
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  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第26、議案第23号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることにつ

いてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第23号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて。 

  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村総

合事務組合規約を別紙のとおり変更することの協議に関し、地方自治法第286条第１項及び第290条

の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手

県市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて、関係団体と協議しようとするもので

ある。 

  次の一番後ろの新旧対照表をお願いします。アンダーラインの盛岡市・矢巾町都市計画事業等

組合、これが令和２年の３月31日をもって解散という運びとなりましたことから、今回規約を変

更するものでございます。 

  よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第23号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから議案第23号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第23号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第27、議案第24号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関

し議決を求めることについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第24号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決

を求めることについて。 

  令和２年３月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合か

ら脱退することに伴う財産処分を別紙のとおりとすることの協議に関し、地方自治法第289条及び

第290条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。令和２年３月31日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合

事務組合から脱退することに伴い、退職手当の支給に関する事務に係る財産処分を行うことにつ

いて、関係団体と協議しようとするものである。 

  次の別紙をごらん願います。財産処分に関する協議書。令和２年３月31日をもって盛岡市・矢

巾町都市計画事業等組合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴う財産処分を次のと

おり定める。 
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  １、岩手県市町村総合事務組合は、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合が常勤の職員に係る退

職手当の支給に関する事務の共同処理を行うために岩手県市町村総合事務組合に納付した負担金

総額から、岩手県市町村総合事務組合が盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の職員に支給した退

職手当の総額を控除した額のうち、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の構成団体であって、退

職手当支給事務を共同処理していない盛岡市の持分額に相当する額を盛岡市に還付するものとす

る。 

  ２、還付金のうち、盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合の構成団体であって、退職手当支給事

務を共同処理している矢巾町の持分額に相当する額については、盛岡市・矢巾町都市計画事業等

組合の脱退にかかわらず、岩手県市町村総合事務組合に帰属させるものとする。 

  盛岡市については、退職手当事務を盛岡市独自でやっているものでございますので、盛岡市の

部分についてのみ財産処分をするというような内容でございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第24号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  これから議案第24号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第24号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第28、議案第25号 宮古地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関

し議決を求めることについてを議題とします。 
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  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第25号 宮古地区広域行政組合規約の一部変更の協議に関し議決

を求めることについて。 

  宮古地区広域行政組合規約を変更する協議に関し、地方自治法第290条の規定により、議会の議

決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。宮古地区広域行政組合規約の一部を変更する協議を行うため、議会の議決を求める

ものである。 

  次のページ、別紙をお願いいたします。別表、第15条関係で、１で、変更後で「第27号」まで

に改めるものでございまして、これは27号追加となります。 

  それから、15のところでは、「消防指令システム、消防救急無線設備」に改めるものでございま

す。 

  それから、25、26、27を追加してございまして、「消防指令システム、消防救急無線設備のうち、

共用する部分の建設又は購入に要する経費」についてを追加してございます。これは、宮古市は

地方交付税の前年度の消防費の基準財政需要額の70％、それ以外は60％の額の構成比で支払いを、

負担をということとなってございます。 

  それから、26では消防救急無線設備のうち十二神基地局の建設、それから購入に要する経費と

いうことで、宮古市が62.6％、山田町が37.4％の負担割合ということでございます。 

  それから、最後が27で、災害廃棄物の処理及び処分に要する経費ということで、これは台風第

19号のごみ処理の関係でございます。これにつきましては、利用率100％各市町村負担ということ

でございます。 

  備考欄で、第27号が追加されたことによりまして、「第21号、第24号及び第27号」とするもので

ございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第25号について質疑を行います。質疑はありませんか。 
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  13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） この規約変更で、号の追加がなされておりますが、この25、消防指令シス

テムの共用する部分についての負担割合を挙げております。これは予定があるということでしょ

うか。共用部分の設備を近々に設置するという、その予定があればお示しいただきたいと思いま

す。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 今議員ご指摘の無線等の設備の関係でございますが、現在平成29年

度から宮古管内の全ての緊急通報、これを消防本部で一括で処理できるようなシステムになって

ございます。これにつきましては、宮古市が合併したことに伴いまして、宮古市のほうで一括で

受ける設備を整備しておりまして、運用をしておったわけでございますが、これに岩泉町、山田

町、田野畑村も一括で処理できることになりましたので、これまで宮古市のほうで負担をしてお

りました共通のシステムに係る部分、これを次年度から岩泉町、山田町、田野畑村でも、そこの

所管に係る分についてはご負担をいただくということを明確に規定をするということでございま

す。したがいまして、維持費関係が主なものでございまして、これからの新規設備等はまだ予定

はしておらないということでございます。 

〇議長（加藤久民君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） これで質疑を終わります。 

  これから議案第25号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第25号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第29、議案第26号 町道路線の廃止についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第26号 町道路線の廃止について。 

  次の町道路線を廃止するため、道路法第10条第３項において準用する同法第８条第２項の規定

により、議会の議決を求める。 

  路線名、乙茂２号線、起点、岩泉町乙茂字上18番６地先、終点、岩泉町乙茂字上18番１地先。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。町道路線を廃止しようとするものである。 

  次のページの参考資料に図面を添付してございますけれども、この場所は以前の主要地方道の

宮古岩泉線のところで、現状では橋はありませんので、途中まで道路がある。そういったような、

農地に行くということもあって、そのまま町道にしてございましたけれども、今回河川改修の絡

みもありまして、廃止という予定となってございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これから議案第26号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） ただいまの説明で、町道の認識について伺いたい部分があります。という

のは、ただいまの説明で、河川改修があったために町道を廃止するという説明がありました。し

かしながら、考えてみると、もっと前に廃止すべき案件だと思うのですが、どのような認識でし

ょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） この町道につきましては、現在の国道455号から有芸

のほうに行く橋の下流側150メートルぐらいの場所にあります。台風10号前には、そこに商店があ

りまして、その方、あと奥のほうには畑等があって、使用されていた町道ということでした。そ

れが台風10号で、そこが壊滅状態になりまして、使用される方はもう畑のみとなったのですが、
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これについては河川改修計画が当時ありまして、その河川改修計画が用地交渉を経て、今回固ま

りましたので、それで町道の部分は全部もうなくなるというか、用地買収にかかるような形にな

りましたので、しかも家屋のほうもなくなりまして使用する方がないということで、今回認定を

廃止という形にさせていただいておりました。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） かつて橋があったと。その橋がなくなった時点で、実際には町道の要件を

私は満たしていないと思うのです。したがって、その時点で町道を廃止すべきだと思うのですが、

間違っていますか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 認定時の要件としましては、通り抜け道路という形

にはなっております。それで、橋も含めて認定させていただいておりました。これについては公

衆用道路という形になっていまして、町道をわざわざ廃止しなくても管理できる状況でありまし

て、皆さんが使われておりましたので、これは廃止は見送って、町として管理しておりました。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 全町を見たときに、このような案件というのはほかにはありませんでしょ

うか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 現実的にはさまざまな工事、あとは要件によって行

きどまりになってしまっているようなところもございます。ただ、これについては、活用されて

いる方がある部分については現在も町道として、それは管理しております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 認定時には、要件を満たすことによって認定されているわけです。そうす

ると、その要件が一つでも崩れた場合には、私は廃止の議論をするべきだと思うのですが、今後

とも、いずれにしても災害が頻繁に起きている状況の中で、そういうことはあり得るのかなとい

う思いで質問をしておりますが、その考えはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 私の考えとしましては、そこが町民の皆さんに使わ

れているという道路につきましては、これは安全管理をするのは町の役目だと思っておりまして、
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そういった部分については、今後も町で管理しながら進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） そうすると、認定要件が欠けたとしても維持し続けるという考えでよろし

いでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 町道については認定をしまして、そして町で適切な

管理をしていくと。それを使っていただいている町民の皆さんがいるということであれば、これ

は即廃止にして、民地に戻して、その方々に除雪をしなさい、道路を直しなさいと言うわけには、

これはいかないというふうに考えておりまして、私の考えとしましては、そういった部分、需要

性があるところについては管理をしていきたいというふうに考えております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） もちろん利用者がいればなのですが、それが利用者も余りいなくなった状

況の中で、私は大災害を受けた中できちっと精査すべきだと思うのです。町の無駄な経費等を考

えると、その精査をして、やはり認定要件が欠けたときにはその議題にのせていくという、そう

いう姿勢で臨むべきだと思いますが、その考えについてはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 現実的には、今回の災害も踏まえまして、今回は１

件、この廃止路線を議案にさせていただいていますが、これはちょっと調べて、さまざまな河川

改修もこれから進んできますので、使用されていない、これは町で管理する必要がないというよ

うなところがあれば、これは廃止の方向で考えていきたいとは思っております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） その際に、土地の所有権の考え方は、前所有者に返すとか、そういう基本

的な考えはありますか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 

〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 廃止後の道路につきましては、これはケース・バイ

・ケースというところはございますが、まずは近隣の地権者さんがあるとか、元地主さんがある

とか、こういったものがありますので、これまでも改良で残った道路についてはそういった交渉
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をしながらやっておりますので、これからも引き続き、そういう交渉をしながら進めたいと思い

ます。 

〇議長（加藤久民君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） これで質疑を終わります。 

  これから議案第26号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第26号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎議案第１号～議案第１５号の上程、説明、委員会付託 

〇議長（加藤久民君） 日程第30、議案第１号 岩泉町表彰条例の一部を改正する条例についてか

ら日程第44、議案第15号 令和元年度岩泉町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

てまでの15件を一括議題とします。 

  本案について提案者の説明を求めます。 

  應家総務課長。はい、どうぞ。 

          〔総務課長 應家義政君登壇〕 

〇総務課長（應家義政君） 議案第１号 岩泉町表彰条例の一部を改正する条例について。 

  岩泉町表彰条例の一部を改正する条例を別紙のとおり設けるため、地方自治法第96条第１項第

１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴い、成年被後見人等に係る規定を改正するとともに、功労者に対する特別

待遇の見直しを行い、あわせて所要の整備を図るため、この条例を制定しようとするものである。 
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  次に、議案第２号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例

について。 

  職員の分限についての手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり設け

るため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律により地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るため、この条

例を制定しようとするものである。 

  次に、議案第３号 一般職の職員の給与に関する条例及び岩泉町一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の一部を改正する条例について。 

  一般職の職員の給与に関する条例及び岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり設けるため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会

の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。職員の給料の額を変更するため、この条例を制定しようとするものである。 

  次に、議案第４号 岩泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について。 

  岩泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり設けるため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴

い、所要の整備を図るため、この条例を制定しようとするものである。 

  次に、議案第５号 平成28年台風第10号災害に係る農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収

条例の一部を改正する条例について。 

  平成28年台風第10号災害に係る農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり設けるため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を

求める。 
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  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。令和元年台風第19号災害の農地・農業用施設災害復旧事業に要する費用に受益者か

らの分担金を充てるため、この条例を制定しようとするものである。 

  次に、議案第６号 岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例について。 

  岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り設けるため、地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律により地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るため、この条

例を制定しようとするものである。 

  議案第７号 岩泉町立学校設置条例の一部を改正する条例について。 

  岩泉町立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり設けるため、地方自治法第96条第

１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。岩泉町立小川小学校及び岩泉町立門小学校を閉校し、新たに岩泉町立小川小学校を

設置するとともに、岩泉町立安家中学校を岩泉町立岩泉中学校に統合することに伴い、この条例

を制定しようとするものである。 

  次に、議案第８号 岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について。 

  岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり設けるため、

地方自治法第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。岩泉町立小川小学校及び岩泉町立門小学校を閉校し、新たに岩泉町立小川小学校を

設置するとともに、岩泉町立安家中学校を岩泉町立岩泉中学校に統合することに伴い、この条例

を制定しようとするものである。 

  次に、議案第９号 岩泉町奨学資金に関する条例の一部を改正する条例について。 

  岩泉町奨学資金に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり設けるため、地方自治法第

96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 
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  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  提案理由。定住化対策として、岩泉町在住者に対し奨学資金の返還を免除するため、この条例

を制定しようとするものである。 

  次に、議案第10号 令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第４号）。 

  令和元年度岩泉町の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,578万6,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ122億2,926万5,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正）、第２条、既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次に、議案第11号 令和元年度岩泉町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

  令和元年度岩泉町の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億623万5,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  議案第12号 令和元年度岩泉町介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

  令和元年度岩泉町の介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ966万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億5,136万8,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次に、議案第13号 令和元年度岩泉町簡易水道特別会計補正予算（第３号）。 

  令和元年度岩泉町の簡易水道特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,263万
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6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億7,800万2,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正）、第２条、既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  次に、議案第14号 令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第４号）。 

  令和元年度岩泉町の観光事業特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ203万4,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億2,083万円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  最後でございます。議案第15号 令和元年度岩泉町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

  令和元年度岩泉町の公共下水道事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正）、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ946万8,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億9,203万6,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正）、第２条、既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和元年12月５日提出、岩泉町長、中居健一。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りします。議案第１号から議案第15号までの15件については、議長を除く全員の委員で構

成する条例補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第１号から議案第15号までの15件については、議長を除く全員の委員で構成

する条例補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

                                           

    ◎請願第４号～請願第６号の上程、説明、委員会付託 

〇議長（加藤久民君） 日程第45、請願第４号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める

請願から日程第47、請願第６号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願ま

での３件を一括議題とします。 

  紹介議員の説明を求めます。 

  ６番、林﨑竟次郎君。はい、どうぞ。 

          〔６番 林﨑竟次郎君登壇〕 

〇６番（林﨑竟次郎君） 請願第４号。令和元年11月27日、岩泉町議会議長、加藤久民殿。 

  医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める請願。 

  請願者、住所は記載のとおりです。氏名、岩手県医療労働組合連合会、執行委員長、中野るみ

子。 

  紹介議員、岩泉町議会議員、林﨑竟次郎。 

  請願の趣旨は、記載のとおりです。 

  請願事項は、2022年度以降の医師養成定員減という方向を見直し、医療現場と地域の実態を踏

まえ、医師数をＯＥＣＤ平均以上の水準にふやすことです。 

  以上のことを地方自治法第99条の規定に基づき、国に意見書を提出するよう請願します。 

  請願第５号。令和元年11月27日、岩泉町議会議長、加藤久民殿。 

  介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願。 

  請願者、住所は記載のとおりです。氏名、岩手県医療労働組合連合会、執行委員長、中野るみ

子。 

  紹介議員、岩泉町議会議員、林﨑竟次郎。 

  請願の趣旨は、記載のとおりです。 

  請願事項は、介護従事者の賃金の底上げを図り、安全・安心の介護体制を確保するために、全

国を適用対象とした介護従事者の最低賃金（「特定最低賃金」）を新設することです。 

  以上のことを地方自治法第99条の規定に基づき、国に意見書を提出するよう請願します。 
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  請願第６号。令和元年11月28日、岩泉町議会議長、加藤久民殿。 

  看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願。 

  請願者、住所は記載のとおりです。氏名、岩手県医療労働組合連合会、執行委員長、中野るみ

子。 

  紹介議員、岩泉町議会議員、林﨑竟次郎。 

  請願の趣旨は、記載のとおりです。 

  請願事項は、看護師の賃金の底上げを図り、安全・安心の医療・介護体制を確保するために、

全国を適用対象とした看護師の最低賃金（「特定最低賃金」）を新設することです。 

  以上のことを地方自治法第99条の規定に基づき、国に意見書を提出するよう請願します。 

  以上です。 

〇議長（加藤久民君） ただいま議題となっている請願第４号から請願第６号までの３件について

は、会議規則第91条の規定によって、総務常任委員会に付託して会期中の審査といたします。 

  昼食のため午後１時まで休憩します。 

          休憩（午前１１時４７分） 

                                           

          再開（午後 １時００分） 

〇議長（加藤久民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は13人です。定足数に達していますので、会議は成立しました。 

                                           

    ◎一般質問 

〇議長（加藤久民君） 日程第48、一般質問を行います。 

  順番に発言を許します。 

  ７番、坂本昇君。はい、どうぞ。 

          〔７番 坂本 昇君登壇〕 

〇７番（坂本 昇君） ７番、坂本昇でございます。たび重なる台風豪雨災害の復旧復興事業の促

進に対し、不眠不休とも言える対応について感謝申し上げながら、次の２点についてお伺いしま

す。 

  １点目の質問は、住まいの情報提供についてであります。定住化促進に伴う住宅対策は、再三
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にわたり論じられてきました。しかし、住民はもとより転入者の方々にわかりやすい見える形で

の住宅情報の集約がなされておりません。今回の質問は、住民や転入者が理解しやすい住まいの

情報提供についてであります。 

  これまでの住宅施策は、町営住宅の整備が計画的に行われ、東日本大震災以降、被災者を対象

にした災害公営住宅や宅地造成などが進み、さらに子育て応援住宅や定住促進住宅が整備されて

まいりました。現状では、子育て応援住宅の需要が高く、入居希望者が多数見られたものの、災

害公営住宅や台風被災者用の移転地にはあきが見られます。そして、町の広報を見ると、毎回の

ように町営住宅の入居者募集が載っており、直近でも13戸の募集がありました。また、教員住宅

のあきも相当数に上っております。空き家バンクの情報を見ても、1,000戸に上る空き家があると

言われておりますが、希望に沿える住宅が何戸あるのか、具体的には見えてまいりません。 

  こういった実情の中で、先般全員協議会において組織の再編案が示され、住宅関係の部署を一

本化するという説明がありました。これから４月にかけて、各機関の定期異動者、新規採用者、

復興支援者や協力業者、地域おこし協力隊の方など、多岐にわたる方々の転出入が見込まれます。

現状、転入される方の住宅探しは、知人を頼るか役場の窓口への相談が主な手段となっておりま

すが、役場の窓口で渡されるアパート情報の一覧表では、残念ながら相談者の希望に沿える状況

にありません。毎年の課題であるにもかかわらず、町に不動産業者が存在しないため、住宅確保

は手探りの状態で、議員と語る会でも、町民からたびたび話題として挙げられています。 

  町に住もうとする方が定住にせよ、転入にせよ、不安を抱かず安心して住まいの確保ができる

よう、住宅情報を一元化し、提供する体制を構築すべきと考えますが、町長の所見をお伺いしま

す。 

  ２つ目の質問は、包括的な子供への支援強化についてであります。少子化時代とはいえ、子供

を取り巻く環境は大きく変わり、親や子供の居場所づくり、ひとり親世帯への支援、待機児童の

解消など、支え合う仕組みづくりが必要な状況にあります。高齢者福祉については、地域包括支

援センターや長寿支援室、社会福祉協議会や介護福祉施設、ケアマネジャーなど、専門的な部署

が多岐にわたって存在します。しかし、子育て世帯を対象とした面では、こども園や保育所、学

校や放課後児童クラブなどで、子供と親を包括的にサポートする部署が見当たりません。 

  今回の質問は、特にもひとり親世帯の支援、子供の居場所づくりという観点からお伺いします。 

  県では、子育て支援課において、ひとり親世帯に実態調査やサポートに関する出前講座を開設
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し、ＮＰＯ法人インクルいわてや子どもセンターぬっく、シングルマザーサポート協議会やシン

グルマザーのつながるネットなどと連携して、ひとり親世帯の支援を行っております。また、子

ども食堂を通じて、子供が安心して過ごせる場、その活動や体験を通して学ぶ場として支援の輪

を広げており、大人を含めた交流や地域コミュニティーの場としても事業を展開しております。 

  県内のある自治体が2017年12月に行ったひとり親世帯へのアンケート調査結果によれば、子供

と過ごす時間が制約されている世帯が91.6％、放課後に子供が１人で過ごす世帯が32.4％、必要

とする食材が買えなかった世帯が47.4％と、早急に包括的な支援が求められているという報告が

なされております。今後10年の間に単身世帯が全体の３分の１になろうかという社会の動きの中

で、15年後には子供のいる世帯の３分の１がひとり親世帯になるという推計も出ております。 

  こういった状況の中で、誰も孤立しない地域をつくる仕組みで、未来と地域の特効薬とも言わ

れている子ども食堂を町で実施する考えはないか。 

  また、子供と親、地域を巻き込んだ包括的な支援部署を説明すべきと考えますが、町長の所見

をお伺いします。 

  以上で本席からの質問を終わります。よろしくお願いします。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁お願いします。はい、どうぞ。 

          〔町長 中居健一君登壇〕 

〇町長（中居健一君） ７番、坂本昇議員のご質問にお答えをいたします。 

  まず初めに、住まいの情報提供についてでありますが、町民の皆様や転入者の方々にもわかり

やすいものとなるよう、見える形での住宅情報の集約化が必要であることは、議員と認識を同じ

にするものであります。これまで良好な住宅を提供すべく子育て応援住宅や定住促進宅地などの

整備を進めてまいりました。また、町営住宅等につきましても、町広報紙やホームページなどを

活用して、入居者募集の周知に努めてまいってきたところであります。 

  空き家につきましては、実態調査を行ってみたものの、移住、定住に即応していくことは容易

ではないことも実態としてはありますが、所有者の承諾を得たものは、順次空き家・空き地バン

クに登録をし、情報提供を行ってきたところでもあります。 

  民間アパートにつきましては、議員ご案内のアパート情報の一覧表の提供をこれまで行ってき

たところでありますが、情報不足とのご意見も賜りましたことから、今後におきましては民間ア

パート等の所有者の意向を把握しながら、間取りや写真、地図、家賃など、どこまでの情報提供
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が可能なのか調査を進めてまいりたいと、このように考えております。 

  議員ご指摘の住宅情報の一元化につきましては、空き家バンク、町営住宅情報、民間アパート

などの情報の集約に努めながら、転入者等のニーズにできる限り対応できるよう取り組んでまい

りますので、ご理解をお願い申し上げます。 

  次に、包括的な子供への支援強化についてであります。議員ご案内のとおり、子供を取り巻く

環境は、核家族化、共働き世帯の増加など、実に多様化してきているものと、このように認識を

しております。 

  そのような中、町では妊娠期から高校の段階まで、町民の皆様の要望を踏まえ、世帯の状況や

子育ての段階に応じた支援施策に取り組んできたところでもあります。また、ひとり親世帯に関

しましては、必要に応じて、庁内横断的に情報を共有し、場合によっては弁護士の助言をいただ

ける岩泉よりそい・みらいネットや県の母子・父子自立支援員におつなぎをし、専門的なご指導、

ご助言をいただくなど、細部にわたり支援を実施しているところであります。 

  子ども食堂の実施についてでございますが、社会福祉法人が主体となり試験的に取り組む動き

があると、このようにお聞きしておりますので、その取り組みに対し支援をしながら住民ニーズ

の把握に努め、今後の運営、方向性について研究をしてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

  また、包括的な支援部署の設置につきましては、これまで各課において子育て支援施策を行っ

てきたところではございますが、少子化に伴う人口減少期に入り、その変化も著しいものがあり

ますので、適切な組織体制について今後研究をしてまいりたいと、このように考えておりますの

で、ご理解をお願い申し上げたいと、このように思います。 

  以上で答弁とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、再質問はございませんか。はい、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） ありがとうございました。それで、今回のテーマとしては、何とか異動時

期に岩泉町においでになる方々に対しまして、不安を抱かないで、せめて住まいはどこか。さっ

き言ったサポートセンターでもいいしシルバー人材センターでもいいですが、ここというところ

があって、安心して岩泉町に入って来られるような状況をつくっていただきたいという願いから

の質問でございました。 

  そこで、住宅情報の集約が必要であることは認識を同じにするということになりますが、その
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具体的な手法として、年度末までに、今後こういうふうにして取り組んでいくのだというお考え

がありましたらお願いをいたします。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 議員ご指摘の具体的な取り組みということでございますけれども、

まず先ほど町長が答弁を申し上げましたとおり、私どもは町の立場としてできることという観点

から考えますと、先ほどのご答弁のとおり、例えば一覧表のみでは不足だというご指摘もいただ

いておりますので、これに例えば住宅地図で位置をお示しするとか、それから家賃などもお聞き

になって教えていただければ、それをお示ししますとか、あるいは間取り等写真撮影も許される

のであれば、その辺もお願いをして、おつけをするとか、そういったことを考えながら、まず家

主の皆様に当たってみるということから始めなければならないというふうに今回認識をしている

ところでございます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） いずれこの問題はもう10年来とか20年来の形で、今までも再三各議員も含

め、私もそうですが、お願いもしたり、住民の声をお届けしてまいりました。当然行政でやる業

務ではないというのは、十分承知をしております。ただ、何せ町のどこに行ったらいいかわから

ないということと不動産屋さんがないというふうなことであると、行政がちょっと指導をしなが

ら、しからばこの関係団体もしくはグループというふうにして、窓口なり町に来たときに一回に、

１カ所で、せめてデスクに座っていただきながら、どうですかと、どういう住宅が必要なのです

かと、そういう入ってくる人の目線で相談に乗ってやれるような、部署であれば行政ですが、部

署ではなくても、そういう機関が何とか令和元年に即して、今回対応していただきたいというふ

うに思うのですが、時期的なものとして、今のようなのをそろえながら、しかるべき関係者に依

頼なりなんなりをするというのが現時点では間に合わせるというふうなつもりでおられるのかど

うか、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） ただいまの議員のご指摘のとおりの体制ができれば、これにこし

たことはない優しい町になるというふうには認識しておりますけれども、窓口のところに場所を

設けてやれるかどうか、これはまた別な問題がございますので、それについてはまだ種々研究が

必要だとは思いますけれども、情報の集約化、これにつきましては、なるべく私ども春の時期に
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間に合うような形で、所有者の皆様にまず当たってみるということで進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） ぜひ早期に取り組んでいただきたいと思っていました。直近の住民と語る

会でも、やっぱり地域おこし協力隊で町に入ってまいりましたと。神奈川とか遠方から来る方に

とってみれば、岩泉に住めるということになれば、例えば町内で仕事しながら釜津田に住むとい

っても、岩泉町だと思うわけです。具体的なのは、有芸で勤めたいのだけれども、小本から通っ

てくださいとか、町内に住むのだけれども、やっぱり仮設ですというふうに、もう一つコーディ

ネートする必要があるのを感じております。 

  ですので、地域おこし協力隊の方に限って言えば、地域おこし協力隊の方を東京からコーディ

ネートするときに、そのコーディネートする人が町内の住宅事情も説明しながら、何とか住宅も、

勤めたいという、安家なら安家、大川なら大川といったときには、そこに地域おこしをしやすい

ような環境の住まいを提供するところまでコーディネートしていただければと思うのですが、そ

ういうお考えはありませんか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） ただいま地域おこし協力隊に限定をしていただいたご質問という

ふうに受けとめますけれども、これにつきましては、当然来ていただく時点のいろいろ種々相談、

ご説明の中で、住まいのほうのご希望も当然聞きながら、あるいは地域等のご希望も当然聞きな

がら、これはコーディネーターがきっちりマンツーマンで町内を連れて歩いたりとか、寄り添い

ながら対応をしておりますので、ただどうしても物理的に見つけられないというようなこともご

ざいますので、そうはいいましても、それに寄り添うような形でご相談に乗りながら進めている

のは、議員ご指摘のとおりでございます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） 次に、町営住宅についてお伺いしますが、10戸を超える再募集があるとい

うふうなことで、そこの住宅に入りたいという人と、それから再募集ということにミスマッチと

申しますか、というのがあるのですが、何か施策的に、当然公営住宅法の縛りがあるわけですが、

現時点になって打開策というふうなのは見出せないかどうか、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木地域整備課長、どうぞ。 
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〇地域整備課長兼復興課長（佐々木 真君） 町営住宅につきましては、議員ご指摘のとおり空き

状況がございまして、広報等で募集をかけております。現在うちのほうで検討しておりますのが、

町営住宅のあきについてはもう需要がないのかどうかというあたりを考えておりまして、それで

要件緩和については、公営住宅法の中で、年齢要件、あと所得の関係等も、若干そこの中で読み

込みながらできる部分はございます。この辺については、改正にもっていくかどうかというのを

今現在検討はしておりますが、その一方で町営住宅自体が老朽化してきている町営住宅があると。

そうしますと、そういった町営住宅をもう一度再度新しいものに建てかえるのか、それともそう

いったものを廃止して住みかえをしてもらうのか、こういった町営住宅の今後の、人口が縮小し

ていく、高齢化があるという中での維持管理の適正な戸数というのも、これもあわせて並行して

ちょっと今考えておりました。これについては、時期を見まして、いろいろとその辺は、検討結

果についてはご説明を申し上げたいというふうに考えております。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） 行政で携われるとすると、その公営住宅が宅地取引業法というのにもかか

わらず、堂々と取り組める部分だと思いますので、今お話しされたようなことをしっかりとやっ

ていただきたいというふうなお願いでございます。 

  もう一点は、教員住宅の件でございますが、結構の戸数が建って、それから廃校もある。だけ

れども、廃校になってもまだどなたかの先生が来るかもしれないということで、やっぱりストッ

クをしておくというふうなことで、そこのところに何かうまい活用法がないのかなと思っている

のですが、その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三上教育次長、どうぞ。 

〇教育次長（三上義重君） 教員住宅に関しましては、現在81戸、教員住宅がございます。その中

で、入居のほうは今月の初め現在で58戸入居です。71.6％の入居率になっています。 

  現在は、入居の58戸のうち11戸は民間の方にお貸ししております。ということで、実際のとこ

ろはまず教員の方々に貸すことをメーンにしておりますが、中にはＩＪＵターンとか災害復旧の

関係の業者さんとか、そういったところにも貸してございましたので、ただ建物がやはり築30年

以上が59戸、ほとんど古い建物になっていますので、先ほど町営住宅でもありましたが、教員住

宅のほうも順次、私も一回見に行っても建物が古くて、先生方にちょっと魅力ある建物とは言え

ないような部分もありますので、年次計画を立てながら、やはり先生方に入ってもらえるような
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住宅にしながら、またあいているところにつきましては町全体的な調整もしながら活用のほうは

図っていきたいと考えております。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） ありがとうございました。教員住宅でも昭和50年代から平成までの間に結

構集合型と、それから単一型住宅ということで、魅力があるところもあいているところも私も見

受けられますので、ぜひ要望があった場合には、今11戸の方々が民間でも入っているということ

なので、これには相談に乗っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、子育て支援についてお伺いをします。11月の末からの新聞に３日ぐらい連続で子育て支

援に係る国の施策ですか、子供への貧困対策大綱とかというふうな形も含めて何とか、本人たち

が困っているけれども、生活苦というのを目で見えるようにする可視化には壁があるというふう

な報道もありました。 

  ですので、この答弁にあるようにいろんな施策はしていると言いながらも、岩泉町において、

そういう家庭というか、世帯についての直接のアンケートとか、どういうところで本当に困って

おられるのかというふうな、この答弁を見ると、余り困っている様子が見られないので、その実

態に差がないかどうかがちょっと心配なわけですが、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  昨年末に行いました子ども・子育て支援計画に基づくアンケート調査をしたわけでございます

けれども、ただいまご質問のありました、生活等に困っているかというふうなところであれば、

やはり皆さん経済的には困っているというのは、大部分の方は回答はしておりますけれども、そ

ういった中で、施設の関係とかにやはり困っているというふうなことでありまして、特にも自分

の子供に貧困だというふうな認識で困っているというふうな回答ではございませんでした。小児

科医が必要とか、あと公園が必要とか、児童館があればとかというふうな要望の回答、アンケー

トでございました。結果といたしましては以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） それで、まちづくり計画を策定するに当たっての住民アンケートもしてい

るわけです。それで、この前の説明、議員の全員協議会の中でいくと、子供の社会保障の充実と

いうのにやっぱり40％要望があってみたり、それからいじめ防止の取り組みは45％にも上がって
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います。それから、支援制度の拡充と相談の充実というふうになってくると、保健福祉課当てへ

のアンケートには余り不安がないようですが、もう一つ踏み込んだ形の、先ほどよりそい・みら

いネットでの相談もあると言いましたけれども、そこのところをもうちょっと親身になると言っ

たらなんですが、声を上げられない人がいなければそれでいいのですが、そこのところの認識に

ついてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  よりそい・みらいネットにつきましては、月１回、金曜日を定例として、各地区午前、午後で

２カ所で相談に当たっております。また、その会場に来られない場合は自宅までも呼んで相談に

乗っているというふうなことであります。もしそういった会場に来られないという方々であれば、

もしかすると寄り添って自宅まで相談に来るかもしれませんし、町としてそういった方々をしっ

かりと、今現在のところ、アンケートの結果によるとその結果ではなかったものですから、今の

ところ貧困とか、お困りになっているというふうなことは、潜在的にいらっしゃるかもしれませ

んが、今後について、そこはどのような形でその方々からのご意見、ご要望を聞くか、ちょっと

検討してまいりたいと思っております。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） いずれ国のほうでも何をもって貧困ということになるとなかなかはかりづ

らいというふうなことで、公共料金の滞納的経験がおありですかという、そういうところから、

やっぱり公共料金を滞納し始めているとかというふうなことになってくると、声は上げられない

けれども、貧困の部分に入ってくるのではないかということで捉えているようです。 

  要は社会的孤立をさせないと。そういう家庭の中で子供に社会的な孤立をさせないというふう

なことから取り組んでいただきたいというところがありますので、その一つの方法がさっき言っ

た子ども食堂というか、名前がどうも子供に御飯を食べさせる場所というふうに受けとめられが

ちですが、そうではなくて、社会的な取り組みは県内全般において、各地区で、そこに行って、

ボランティアの人たちとか、それから各家庭の親子で、そしてそういう難関なりを乗り切って、

困った道に走らないような、そういうふうな手だてをしているようでございますが、社会福祉施

設での試験的な実施というふうなことですが、その具体的な部分については、何か捉えているの

がありますでしょうか。 
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〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  全県下においては、うちで捉えているところは約20団体、盛岡市ではそのうち８団体の方々が

子ども食堂というふうな形で、月に１回とか、２カ月に１回とか活動している実態を捉えており

ます。 

  当町においては、このたび社会福祉法人百楽苑さんのところを主体といたしまして、岩泉より

そい・みらいネット、クチェカ、岩泉町母子寡婦福祉協会、そして後援団体に岩泉町更生保護女

性の会と町が後援をしまして、今度の12月22日に町民会館においてクリスマスパーティーという

ことで、カレーライスをつくって食べてということで、子供から老人までの方々を約30名ほど対

象に募集をかけているところでございます。 

  町としては、後援ということで、今段階では取り組んでいるところでございます。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） 最後になりますが、今のような各種関係機関があり、団体があるというふ

うなことで、この連携会議というか、これを年に何回ほど行っているのか、その会議の中で、町

のほうからこういうふうな政府の要綱なり指針に基づいて、こういうところにも目を向けながら、

そして組織をしかるべき方向に持っていっていただきたいということから、そういうふうな方向

づけも依頼をしながら進めているかどうかということについてお伺いをします。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  方向づけということにつきましては、今現在走り出したところでございますので、今後はやは

り対象となる方々のニーズも踏まえた上でその方向づけをすべきかどうかを判断しながら、それ

が岩泉町型でできるのか、今回行う子ども食堂という名前ではなくて、皆さんが来やすいという

ことで、名前を「どんまっちゃあ」という岩泉弁である言葉を使って取り組むというふうなとこ

ろでございますので、この方向性がニーズを捉えた上でどのような方向になるかを研究してまい

りたいと思っております。 

〇議長（加藤久民君） ７番、どうぞ。 

〇７番（坂本 昇君） ありがとうございました。ぜひ取り組んでいただきたいのですが、「ドンマ

ッチャア」という英語でいくのか、「どんまっちゃあ」という日本語でいくのかはひとつ、発音が
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結構、受けも違ってくるかと思いますので、地域によっても違うかと思いますが。 

  先ほどご答弁いただいたように、それでは対象者がどれぐらいいるのかというのも、この漠然

とした中での私も話なものですから、ぜひそこについては、できるだけ現状に即した調査をして

いただきながら取り進めていただきたいということを意見として申し上げて、終わります。 

〇議長（加藤久民君） これで７番、坂本昇君の質問を終わります。 

  次に、２番、畠山和英君。はい、どうぞ。 

          〔２番 畠山和英君登壇〕 

〇２番（畠山和英君） ２番、畠山和英です。令和元年第４回岩泉町議会定例会に当たり、今後の

町政運営の基本方向について一般質問を行います。 

  冒頭、本年10月の台風第19号により、とうとい命を落とされました方々に対し、謹んで哀悼の

意を表しますとともに、被害を受けられました皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

  忘れる間もなく大きな自然災害が頻発する昨今、これらのたび重なる被害を乗り越え、早期に

復旧、復興をなし遂げていくことを切に願ってやみません。 

  それでは、質問に入ります。過日、次期総合計画の基本構想素案が示されました。これからの

計画目標年次に当たる７年の期間は、時代の大きな転換期にもなると思われます。本町は、中山

間地域にあって、人口減少、少子高齢社会が進行しているところに大きな台風災害に見舞われま

した。次期総合計画は、大災害からの復旧、復興をなし遂げ、その先の発展を見据えた新しい岩

泉を創造するものであります。国内外における時代の大きな潮流を捉えながらも、町の現状認識

に立って、加速化する人口減少に歯どめをかけつつ、持続可能な町をつくり上げていくものでも

あります。 

  また、この計画は現状認識の的確な把握とともに、その課題を解決するアイデア、プロセスを

示すものであります。中居町政のカラーを出し、町民が期待や希望を持ち、共感を得られるメッ

セージ性がある計画になるよう願っております。 

  以下、以上のような観点に立って、次期総合計画・基本構想素案の内容について順次お伺いし

ます。 

  １点目は、第１章、岩泉町を取り巻く状況についてであります。２の社会情勢の動向の中では、

世界、日本の変化、人口動向などは掲げていますが、岩泉の現状認識については触れておりませ

ん。町の現状認識、課題を整理して掲げ、展望する政策ビジョンへと展開を進めてはいかがでし
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ょうか。例えば台風第10号災害からの復興、まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進、加速化す

る町の人口減少、町の人口の約半分が高齢者という超少子高齢社会への対応、農林水産業など産

業経済の振興、発展、道路等インフラ面の地域格差の是正などが挙げられます。これらの現状認

識に立って、次の章の将来像・基本目標や重点プロジェクトにつなげていくべきと考えます。町

長のご見解をお伺いします。 

  また、目標年次の人口、町内純生産や町内分配所得が示されていませんが、どのようにするお

考えかお伺いします。 

  ２点目は、第２章、まちの将来像・基本目標についてであります。まちの将来像として、キャ

ッチフレーズとして、「大きな樹から希望の花咲くいわいずみ」を掲げています。掲げる文章に「岩

泉町の新しい時代を見据えた将来像を実現するための取り組みを進めていく必要がある」とも述

べています。そうであれば、現計画で使っている「大きな樹」にはこだわらなくてもいいのでは

ないでしょうか。 

  また、「花咲く」あるいは「花」は、「まち」あるいは「町民生活のステージ」をなぞらえて「花

咲く」として使っていることなのかと思われますが、誰にでもわかるストレートな表現のほうが

いいと思います。 

  このまちの将来像の考え方についてお伺いします。 

  ３点目は、第３章、まちの将来像の実現に向けた方向についてであります。町では、総合計画

とは別建てで、総合的な計画として災害からの復興を目指す震災復興計画、災害復興まちづくり

計画、人口減少に歯どめをかけるまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、施策を推進してい

ます。次期総合計画は、まちづくりを進める最上位の計画であります。この計画に震災復興計画、

災害復興計画、創生総合戦略を組み入れ、計画の整合性をとりながら施策を展開するべきであり

ます。 

  次期総合計画・基本構想素案の第３章、まちの将来像を実現する方策として、分野別計画、政

策編、重点プロジェクト、戦略編、地域別計画、地域編を掲げて推進するとしています。震災復

興計画、災害復興計画、創生総合戦略についても復興編、創生編として計画に位置づけて、一体

的に推進を図るべきと考えます。町長のご所見をお伺いします。 

  ４点目は、重点プロジェクト、未来を創る戦略についてであります。町の大きな課題は、人口

減少、産業振興であります。これに最優先かつ全力で当たっていかなければなりません。さきに
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も述べました町の現状認識、課題を踏まえるとき、災害からの復興完遂、仕事、雇用を創出する

ための産業振興、産業起こしとして農林水産業の生産振興と６次産業化、起業家の養成、小規模

事業者の支援など、産業振興政策を重点プロジェクトに掲げ、町を挙げて全力で事業展開を推進

しなければならない事項であると考えます。 

  また、これからもどんどんふえる空き校舎を、町の課題である産業起こしや雇用の創出、関係

人口、交流人口の促進、直売、住民の憩いの場など、有効な活用を図る空き校舎活用プロジェク

トとして取り上げて、組織横断的な取り組みを含めて、この難題に果敢に挑戦するような取り組

みも大切であると考えます。町長のご所見をお伺いします。 

  ５点目は、地域振興の展開、地域編についてであります。計画で掲げている地域振興の展開、

地域編は、各地域振興協議会の計画案を挙げているに過ぎません。これはこれで、町と地域が協

働で進めていく計画としては必要でありますが、加えてその前に地域の現状認識、課題を踏まえ、

町としてその地域をどのようにしていくのか、地域のインフラ整備や地域ごとの目指す進行方向

を掲げ、取り組むべき方向性を描いて実践していくべきであります。このことにより地域住民に

期待感を持たせ、住民が安心して暮らすことができる地域づくりへとつながっていくものと考え

ます。町長のご見解をお伺いします。 

  ６点目は、計画の推進と行政経営についてであります。計画策定に当たっては、町行政経営の

プロである職員の創意と英知を結集した計画策定が求められます。また、この計画を策定して終

わりではなく、組織を挙げこの計画を実践し、実効性のあるものにしていかなければなりません。 

  計画策定に当たって、組織体制はどのようなスキームで全職員がかかわって策定作業に取り組

んできたのか、職員への計画内容の周知と意見聴取は行われているのかお伺いします。 

  また、現在はまだ計画の作成途上ではありますが、計画を推進するに当たって、今後の行政経

営をどのように取り進めていくおつもりでしょうか。計画をより実効性のあるものにするために

は、柔軟な組織機構の改編も必要であると思います。あわせて、現在約200人の職員規模でありま

すが、職員の人数、会計年度任用職員を含め、計画年度中の職員体制はどのようにするお考えか、

町長のご所見をお伺いします。 

  以上でこの場からの質問を終わります。よろしくお願いをします。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁願います。はい、どうぞ。 

          〔町長 中居健一君登壇〕 
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〇町長（中居健一君） ２番、畠山和英議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず初めに、１点目の岩泉町を取り巻く状況についてでありますが、ご案内のとおり、日本全

体が既に人口減少社会に突入をしており、これまでにない人口減少、少子高齢化が進行しつつあ

ります。 

  本町におきましても、このような状況が今後あらゆる地域経済活動などに影響を及ぼすものと

認識をしており、現在策定を進めております次期総合計画の大きな課題の一つであることは明白

であります。 

  基本構想の素案では、このような現状につきまして、人口の動向や財政見通し、また社会情勢

の動向という項目の中で触れていたところではありましたが、今後の策定作業におきまして、ま

ちづくりの前提となる現状認識、課題等について引き続き整理をしてまいりたいと、このように

考えております。 

  また、人口の推移につきましては、次期総合計画に位置づけております第２期人口ビジョンと

して定める予定で進めており、純生産などの経済見通しにつきましても基本構想の中で位置づけ

てまいりたいと、このように考えております。 

  ２点目のまちの将来像・基本目標についてでありますが、岩泉町の新しい時代を見据えた場合、

これまで育ててきた、いわゆる「大きな樹」は柱に据えるべき非常に大事なものであると思って

いるところでありまして、その成果を「花」になぞらえ、これまでの取り組みの中で芽吹いてき

たものが、令和の新しい時代にさらに町民お一人お一人の多様な「花」として咲き誇るような岩

泉町を目指していくものとして整理をしたところではありますが、これにつきましてはこれまで

さまざまなご意見を頂戴しているところでもありますので、さらに検討を重ねてまいりたいと、

このように考えております。 

  ３点目のまちの将来像の実現に向けた方向についてでありますが、まず東日本大震災の復旧、

復興を目的とした震災復興計画につきましてはほぼ完遂したものと認識をしておりますので、次

期総合計画の中では、現在でも震災関連で取り組みを進めておりますソフト事業につきまして、

部門別振興計画の中で位置づけ、引き続き推進をしてまいりたいと、このように考えております。 

  さらに、まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましても、本町の大きな課題であります人口

減少への対応に特化した計画でもありますので、次期総合計画の重点プロジェクトとして位置づ

け、創生総合戦略を兼ねたものとして事業展開を進めてまいりたいと、このように考えていると
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ころであります。 

  一方、平成28年台風第10号豪雨災害の復旧、復興を目的とした復興まちづくり計画につきまし

ては、その対象が全町に及ぶものであり、復興の理念や目標、基本方針等につきましては、当該

計画での位置づけを基本としながら進めてまいりたいと、このように考えておりますが、当該計

画における復興期間中の各種事業につきましては、次期総合計画にも反映させることとしており

ますので、実施計画の中で位置づけをし、一体的に事業推進を図ってまいりたいと、このように

考えております。 

  ４点目の重点プロジェクト、未来を創る戦略についてでありますが、町の大きな課題でありま

す人口減少は、産業振興の面におきましても、後継者確保の問題や働き手の不足など、さまざま

な分野に影響が出てくるものと認識をしており、重点プロジェクトの中で雇用環境の充実として

位置づけ、農林水産業の生産基盤の強化や中小企業者の支援等、取り組みを進めてまいりたいと、

このように考えております。 

  また、空き校舎の活用につきましては、現在内部組織等において利活用の検討を進めていると

ころではありますが、施設が大規模であること、また今後の人口減少の動向等も踏まえ、後年度

への負担等も慎重に検討する必要があるものと認識をしているところであり、引き続き調査研究

を進めながら、具現化に向けてさらに取り組んでまいりたいと、このように考えております。 

  ５点目の地域振興の展開、地域編についてありますが、地域編につきましては、基本的に地域

振興協議会を核としたソフト事業的な部分につきましては、地域振興展開の方向性を位置づけて

おるわけであります。 

  地域におけるインフラ関係は、地域のご要望にも配慮をしながら、施策ごとに課題を整理し、

それぞれの部門別振興計画において推進をしてまいりたいと考えております。 

  各地域の課題や特性につきましては、地理的な条件、地域住民の皆様お一人お一人の考え方、

受けとめ方もありますので、町としての地域ビジョンにつきましては、地域の持ち味が十分に発

揮をされ、それぞれの振興策が住民ニーズに沿うような形で進展されるよう、各地域振興協議会

と連携をしながら、次期総合計画とは別に検討を進めてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

  ６点目の計画の推進と行政運営についてでありますが、計画策定の過程におきましては、課長

等による策定委員会、総括室長等による幹事会などを開催しながら取り組んできたところであり
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ます。 

  部門別振興計画につきましても、各課等における現行計画の現状と課題、そして次期総合計画

で目指す姿などについて、検討結果を意見聴取しながら策定作業を進めております。 

  また、本町の明るい未来に向けた事業展開を図るため、重点プロジェクトの項目を前提とした

職員によるプロジェクト提案を募集し、その提案内容の審査を行い、ブラッシュアップしたもの

をさらにプレゼンテーションで発表、そして意見交換をしながら、職員一人一人が岩泉町の将来

を見据えた施策について真剣に議論を重ねてきているところであります。 

  最後に、次期総合計画の推進に当たっての組織機構の改編の考え方でありますが、当面現状の

体制で進めてまいりたいと、このように考えており、その時々の社会情勢や住民ニーズの変化に

対応しながら、町が取り組むべき重点プロジェクトに的確により効果的に対応していけるよう、

必要な部署につきましては人的にも強化をしてまいりたいと、このように考えております。 

  また、各課横断的な部分につきましては、プロジェクトチームなどで柔軟に対応をしてまいり

たいと、このように考えております。 

  計画期間中の職員規模につきましては、平成28年度の定員管理計画目標が173人に対し189人の

職員でありますので、人口減少の動向、今後の財政見通しを考えますと、それを上回らない体制

にせざるを得ないと、このように考えております。 

  現状では、多様な住民ニーズへの対応や働き方改革などで、職員数の圧縮は厳しい状況ではあ

りますが、業務の効率化、スリム化、ＩＴ化、さらには人材育成を進めながら、次期総合計画を

着実に実行できる体制を構築してまいる所存でございますので、ご理解を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（加藤久民君） ２番、再質問ございませんか。はい、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） ２番、お願いします。今素案段階でありますので、最終までにはいろいろ

今から練っていくということだろうと思います。でありますけれども、若干再質問をさせていた

だきます。 

  まず、質問に入れられなかった事項もありますので、含めて質問をします。まず、最初の仮称

で出ていますが、「岩泉町まちづくり総合計画」の名称について挙げていますけれども、今回町長

もかわりますし、新たな計画でありますので、私はここでも名称もやっぱり今の時代に合った名
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称にするべきではないのかなと思います。というのは、これまでの経過を見ましても、当初は開

発計画から始まりまして、町勢発展計画、３次にわたりました。そして、この前に「まちづくり

総合計画」という名前をつけました。というふうなことでありますので、高度成長からの時代、

今またこういう時代でありますので、それに合った名称を最終案までには多分検討しているかと

思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 次期総合計画の名称でございます。議員ご指摘のお考えも、私ど

もも認識をしながらこれまで進めて考えてきたところでございます。いろいろ考えをめぐらせて

はきたわけでございますが、しからば「岩泉町民計画」がよいのか、それとも「岩泉総合計画」

がよいのか、いろいろ考えをめぐらせてまいりました。 

  しかし、今の段階におきましては、平成12年から10年間、22年度から10年間、20年間「まちづ

くり総合計画」で取り組んでまいりました。したがいまして、この20年の実績を踏まえたところ

で今後のまた７年があるものということの認識で、現段階では「まちづくり総合計画」という名

前に今は仮称としているところでございます。 

〇議長（加藤久民君） ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） 次に、もうちょっと中身にもう一点触れさせてください。計画の中で、新

しい概念の導入というふうなことで挙げておりまして、ＳＤＧｓ、または２つ目がＳｏｃｉｅｔ

ｙ5.0なども特筆して挙げております。ということは、これも計画に位置づけて実施していく、あ

るいは行政、今後のことかもしれませんけれども、行政経営するに当たって、これをどのように

組み入れてやろうとしているのか、あえてこれを挙げたのを含めましてご答弁していただければ

と思います。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 今回の基本構想の中におきまして、新たな概念の導入ということ

で挙げさせていただきました。これは世界の動き、国の動き、大きな動きということの中でこの

２項目をのせさせていただいたわけでございますが、１つが議員ご指摘のＳＤＧｓに関する取り

組みでございます。これは、ご案内のとおり国連サミットの中で、いわゆる世界のリーダーによ

って採択をされた国際社会共通の目標ということでございまして、持続可能な開発目標、ＳＤＧ

ｓと呼びまして、「誰一人として取り残さない」、こういう理念のもとで、経済、社会、環境の課
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題を総合的に解決することを目指した目標であるというふうに私どもは理解をしております。 

  最近では、こうした理念、考え方を市町村や県の総合計画に取り込むというような例もふえて

おりまして、ことしの国連におきましても、日本国総理大臣がＳＤＧｓを経営理念に取り入れた

企業や環境に優しいまちづくりを進める自治体を支援し、国内活動を強化するというふうに発言

をしておりますし、また今年度から始まっております県民総合計画でございますが、これにもこ

の理念が盛り込まれております。 

  また、さらに今回の次期総合計画は、地方創生の総合戦略も兼ねるということで町長がご答弁

を申し上げましたけれども、この地方創生の総合戦略におきましてもこのＳＤＧｓの考え方を盛

り込むというようなことになっておりますので、こういった理念を盛り込みながら次期総合計画

も考えていきたいという意味でのせさせていただいたものでございます。 

  さらに、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0でございますけれども、これも国が提唱をする大きな流れの中の未

来の社会コンセプトということでございますけれども、いずれにいたしましても新しい技術の発

明によりまして、少子高齢化や地方の過疎化などの課題を克服するということを目指してのロボ

ットあるいは自動運転車などの開発を進めていきながら取り組んでいくということでございます

ので、私どもといたしましても、次期総合計画におきましてはドローンの活用でありますとか農

業分野における無人運転、人工知能の活用等、そういったものを検討してまいりたいということ

で、動向といたしまして、この２つの新しい考え方をのせさせていただいたということでござい

ます。 

〇議長（加藤久民君） ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） ２番です。それでは、質問した事項にも若干入らせていただきます。まち

の将来像、基本目標、キャッチフレーズ、ここは大事なところではあろうかと思います。なかな

か議論は、これはしにくいところであります。 

  「大きな樹」については、質問したとおりであります。 

  それで「花」、あるいは「花咲く」についてでありますけれども、これはいろんなイメージがあ

りますし、広いものでもあります。ご説明にあったとおりのこともありますし、しからばこれを

見て別にとる人もいっぱいいるのかなと思います。町の象徴の花、キリの花も最近見えなくなり

ました。花は散りますとか、そういうよくない表現は申しわけないですけれども、そういういず

れとる人によっていろいろあるかなと。 
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  でありますので、なぜ花なのかなということがまだよくわからない。ぜひこれから総合開発審

議会等、あるいは課内の策定委員会等で、職員の組織等でこれはもんでいったほうがいいのでは

ないかなと思います。これは、私の思っている感想、意見を申し述べました。これについては答

えをもらっていますので、いいです。 

  それで、これらを進めるための次の実現に向けた方向性の中で、創生編、あるいは災害の復興

編をやっぱり組み入れてやったほうがいいのではないかとのことで質問しました。震災復興計画

はそのとおりで終わっていますから、あとは計画などでソフトをやっていくということです。要

らないというか、その中でやるということでありますので。創生総合戦略も総合計画の一つの計

画でいいのであれば、それはそれで理解します。 

  次の災害復興計画、これについては現計画、総合的な計画があるわけでありますけれども、こ

れについてはまだ期間もありますし、その先の復興を完遂するためにまだまだかかる、こまいと

ころを入れますと時間もかかる。今度の総合計画の期間内にやるべきことがまだまだ、大どころ

は終わりますけれども、あると思いますので。今回総合計画の策定があるわけです。これはやっ

ぱり位置づけて入れるべきだと。実施計画の中で挙げてやっていくことではないと、方向性も入

れてやるべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 議員ご指摘のとおり、復興まちづくり計画、台風10号でございま

すけれども、これは平成29年度から令和３年度までということで、あと３年あるわけでございま

すが、この計画をそもそも策定いたしますときに、総合計画、これとは整合性をとりながら進め

ていきますよという大きな前提のもとで策定をされております。 

  したがいまして、今策定をしております次期総合計画の中に復興まちづくり計画で策定をされ

ている実施計画的なこと、あとは項目立てをしていること、これは十分にしんしゃくをして、整

合をとりながら次期総合計画にも位置づけるということで考えておりまして、復興まちづくり計

画につきましては、これはこれで33年度までの期間の中でやる。そして、次期総合計画とダブる

部分につきましては、次期総合計画にも整合性を持って位置づけをしながら取り組んでいく、そ

ういう意味でのご答弁ということでございます。 

〇議長（加藤久民君） ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） もうちょっと再質問します。地域振興の展開、地域編についてであります
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が、ご答弁ですと、最後に「次期総合計画とは別に進めてまいりたいと考えております」という

ことでありますが、今計画策定しているのですよね。その中で、この位置づけも入れないで、こ

れは別建てでやりますということは、私ちょっと理解できないのですが、この点についてお答え

していただければと。もしありましたら。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 各地域、これはもちろん岩泉地区も含めてでございますけれども、

これの各地区の地域振興につきましては、基本的には地域振興協議会の計画、主なソフト部分に

はなるかと思いますけれども、それを中心にいたしまして、振興協議会と協働しながら進めてい

くというのは、大きな柱の一つでございます。 

  ただ、いずれインフラ部分の面でありますとか、あるいは地域の課題、特性につきましては、

先ほどご答弁を申し上げましたとおり、地域によってそれぞれ特徴なり、それから弱点なり、強

みなりがあるわけでございまして、なかなかそれを次期総合計画の中に、そのエリアに限ったよ

うな言い回しですとか整備の計画をうたい込むというのは、これは後戻りをする可能性が非常に

出てくるというような私どもの議論のもとで、これは全体の中での視点で俯瞰をしながら、定め

ながら、あるいは地域の個別のことについては、やはり地域振興協議会との協働を図りながら進

めていく、これのほうが実効がある取り組みができるのではないかということで、このような考

え方に沿ったものであります。 

〇議長（加藤久民君） ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） 重点プロジェクトのところで、これが大事な計画だろうと思いますが、こ

の中で、産業振興のところは雇用のことでうたっているので、そこでやりますと、やれますとい

うことであります。雇用が産業振興、いろんな面にこれを一般の町民が見て通じるのかな、つな

がるのかなと思っていまして、これの柱としてはいずれ挙げるということだろうと思いますので、

ここらについても産業の振興の面についてやるというふうなことで、ストレートで挙げたほうが

いいような気がします。ぜひ次の最終案までには、ご検討方お願いします。 

  それから、ＰＤＣＡのサイクルでやっておりますが、そのとおりいろんな章をやっていますが、

計画Ｐ、Ｄ、いずれこれを実施する、これが一番大事だろうと思います、この評価もありますけ

れども。実施する、ここのところがこれが難しいところではありますが、例えば前に質問した中

で、空き校舎のプロジェクトチームはいかがでしょうかとした中で、今プロジェクトチームをつ
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くって検討しているということでありました。ここで、今どんな状況なのか、計画の質問であり

ますけれども、もしお答えしていただければ、これの状況等も教えていただければなと思います。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 私どもは、昨年度から議会からのご指摘もいただきながら、各課

横断的な廃校舎等々の利活用に向けた検討チームを立ち上げて、種々これまで視察をしたり検討

を重ねているところでございますが、その中でまずいろんなご意見をもとにいたしまして、一つ

例えばお試しサテライトオフィスでありますとか、あるいは歴史民俗資料館、あるいはお試し宿

泊関係とか、そういった今内部の、まさに町長の私案として内部検討をしているという状況でご

ざいまして、これにつきましてはしかる時期に議会のほうにご協議を申し上げるという時点で、

今はまだ詳細を明らかにする段階までには至っておらないということでございます。 

〇議長（加藤久民君） ２番、どうぞ。 

〇２番（畠山和英君） それから、実施に当たって、組織機構等含めて柔軟な体制で人を動かして

やっていきますと、それはそのとおりだと思います。ぜひお願いしたいのですが。 

  それから、「プロジェクトチームなどで柔軟に対応してまいります」とお答えがあります。設置

要綱に基づくプロジェクトチームは、どういうことで設置するのかでありますけれども、専属で

当たれればいいのですが、本務をもって、関係する職員が集まって検討する、その段階で大体終

わっているのです。これをＤ、ドゥー、実施するというふうなことに持っていけば、このプロジ

ェクトチームの内容がまだこれからでしょうけれども、今までで設置している要綱でやるのであ

れば実施する方向、これが大変ですので、大変というか、大事ですので、やっぱり単なる設置要

綱に基づく、定めに基づくプロジェクトチームで検討して、「はい、検討しました」で終わりでは

なくて、やっていただければなと思います。 

  それで、今思いつきのような質問でありますけれども、例えば実施するために副町長さん２人

おられます。若い副町長さんがおられますので、例えば何々推進本部なり、課題重点プロジェク

トの中の本部なり、あるいは会議なり、その名称はいろいろあろうかと思いますけれども、そこ

をトップにして、副町長をトップにする組織で実施するというふうなこと等などなど、やっぱり

今後推進に当たっては検討していくべきだなと思っております。 

  ちょっと長い質問しました。次期総合計画、まさに今素案が出ました。これからが職員含めて、

これに肉づけと申しましょうか、意見はできるだけ尊重して入れて、総合計画審議会の意見もあ
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るとは思いますので、入れて、これからが大事だと思いますので、ぜひいいものにして、これを

実施して、この先の持続ある岩泉町をぜひつくっていきたいなと思います。 

  そのことをいずれ行政経営のプロである職員の人たちにいい計画をつくって実施してもらって、

住民に期待されるようなものをつくって、これを実施していければなと、そんな思いであります。

このことを申し上げまして、質問を終わります。よろしくお願いします。 

〇議長（加藤久民君） これで２番、畠山和英君の質問を終わります。 

  次に、６番、林﨑竟次郎君。はい、どうぞ。 

          〔６番 林﨑竟次郎君登壇〕 

〇６番（林﨑竟次郎君） ６番、林﨑竟次郎でございます。さきの台風19号災害で犠牲となられた

方にお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

  まず、台風19号災害による被災者の生活再建支援金について質問します。本町の被災世帯は、

準半壊11世帯、床下浸水66世帯となっています。そして、支援金の支給内容を見ると、準半壊20万

円、床下浸水は支援金ゼロとなっています。しかしながら、近隣の田野畑村や普代村では、床下

浸水世帯にも３万円を支給する予定と伺っています。 

  床下浸水は、被害の程度は小さくても、精神的な苦痛は大きかったはずです。このような困難

に直面したときこそ、町が手を差し伸べることが必要と考えます。このことが支え合って生きて

いく地域をつくります。 

  そこで、本町でも床下浸水世帯にも支援金等を支給すべきと考えますが、町長の所見を伺いま

す。 

  次に、台風19号被災者の国保医療費・介護保険利用料の減免について質問します。国保医療費

免除については対象者は７世帯11人、うち４世帯７人は震災減免実施中、介護保険利用料免除に

ついては３世帯３人、うち１世帯１人は震災減免実施中となっており、期間は令和元年10月12日

から令和２年１月31日までとなっています。 

  私は、台風19号被災者で震災による減免措置の対象となっていない世帯について、国保医療費

・介護保険利用料を令和２年２月１日以降、５割減免すべきと考えますが、町長の所見を伺いま

す。 

  以上で本席からの質問を終わります。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁願います。はい、どうぞ。 
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          〔町長 中居健一君登壇〕 

〇町長（中居健一君） ６番、林﨑竟次郎議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず初めに、令和元年台風第19号災害による被災者の生活再建支援金についてでございますが、

さきの議員全員協議会におきまして、町の支援につきましては、準半壊世帯に対して20万円を支

援する方向である旨をご説明したところであります。 

  支援内容につきましては、東日本大震災及び３年前の台風第10号豪雨災害の支援の内容を基本

とし、被災者への支援の公平性、継続性等を総合的に検討した上で判断をしたところであります。 

  また、今回の台風被災の対応といたしましては、台風第10号豪雨災害を教訓に断水地区への給

水活動、無料入浴サービスなどを実施したほか、被災者宅を訪問して健康面、精神面の相談を行

うなど、被災者の精神的苦痛を少しでも和らげるように努めてきたところであります。 

  さらには、災害廃棄物の撤去、被災家屋と宅地の消毒、し尿のくみ取りなど、被災者が一日で

も早くもとの生活に戻れるよう対応をしてきたところでございますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  次に、国保医療費・介護保険利用料の減免についてでありますが、議員ご案内のように、国保

医療費と介護保険サービス利用料の免除期間は令和２年１月31日までとしておりますが、２月１

日以降につきましても、台風第19号の被災者の皆様には、台風第10号豪雨災害と同等に対応して

いきたいと考えておりまして、今現在前向きに検討をしているところであります。 

  議員ご提案の５割減免という案も選択肢の一つでありますので、国や県の支援の動向なども見

ながら、できる限り早い時期に判断をしてまいりたいと、このように存じておりますので、ご理

解を賜りたく、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、再質問はございませんか。はい、６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 台風10号豪雨災害の支援内容を基本としてとあります。そして、その中

で継続性等を総合的に判断した上でということで答弁がありました。質問の中にありますが、田

野畑村、普代村では、見舞金、支援金として３万円支給する予定になっています。隣同士の町村

で、岩泉町では出さないということになれば自治体間格差が生じると思いますが、この点につい

てはどういうふうに考えるでしょうか、お願いします。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 
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〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  確かに田野畑村、普代村さんでは３万円というふうに、支援金、見舞金ということでお聞きは

しているところでございますけれども、当町といたしましては、答弁いたしましたとおり、台風

第10号の際、東日本大震災の際の被害状況を総合的に勘案すると、現在の被害世帯であれば、準

半壊、床上浸水になりますけれども、その世帯のみにしかできないだろうというふうなことでご

ざいます。あとは、町には災害見舞金という制度もございまして、そちらのほうでも床上浸水か

らというふうなことで定めております。 

  そういったように、床下浸水になりますと、床の下をくぐり抜けていったというふうな状況さ

えも床下浸水の認定になる可能性もございますので、今回の災害につきましては、床上浸水、準

半壊というところを基本といたしまして、支援金のほうの支給を判断して、そのようにしたとこ

ろでございます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） ただいまの答弁で、床下浸水のことで、床下を通り抜けていったという

ふうな答弁ですが、山田町では、床下浸水で床下を通っていっても、そのときの畳の状態で被災

証明の発行の内容が変わるというようになっているのですよね。そういうふうな点を考えても、

やっぱり単純に床下浸水で終わりで考えないでするべきだと考えます。 

  それから次に、継続性を総合的に検討すると言うのですが、被災の状況で支援の手を差し伸べ

るときは、新しく制度をつくるというか、新しく進めていくこともこれからは当然出てくると思

います。そういうふうなときには、過去にさかのぼってやるということではなくて、これからや

っていくのだと、そういうふうな形で進めるべきなことで、新しく始めることも大事なことだと

思うのですが、この点についてはどういうふうに考えるでしょうか。新しく始めるという点につ

いては、どういうふうに考えるでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  昨今自然災害による、特にも台風の影響による災害が頻発しているところでございます。そう

いったことからも、浸水にかかわる世帯数というのは多分に多くなってくるというふうに考えて

おります。つまりは床下浸水の被害に及ぶか及ばないかというふうなところの点について、全て

において被災というふうなことで見舞金、支援金なりという制度を定めていきますと、町の財政
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的な面も考えていかなければなりません。 

  こういったことから、総合的に今後訪れるであろう台風災害というところも考えまして、今回

被災程度は一部損壊、準半壊以上というふうなところに着目しておりまして、それが床上浸水と

いうふうなところでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 質問の中でも述べたのですが、困ったときにこそ手を差し伸べてやって

いくということが、ここのところがすごく大事だと思うのです。その先頭に町が立っていくと。

これは、私は３万円なら３万円という金額にこだわる必要はないと考えます。金額が少なくても、

そういうふうに町が手を差し伸べることがこれからの町をつくっていくのだという、そういう気

持ちが強くなると考えます。この点についてはどう考えるでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） 確かに福祉の立場といたしましては、困っている人に手を差し伸

べたいところではございます。しかしながら、福祉のところでも線にある一定の基準を設けてそ

の線を引かなければならないという判断に迫られるところでございまして、町としても今回被災

が本当に少なかったわけでございますけれども、前回の10号から比べればですが、そういったと

ころで総合的に判断して、この基準というふうなところをここに定めたところでございますので、

どうぞご理解をお願いしたいと思います。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 次に、国保医療費・介護保険利用料の減免についてですが、答弁の内容

で、前向きに答弁しております。ぜひこういうふうな形に前向きで解決するようにしてほしいと

願っています。 

  そこで、国保医療費・介護保険利用料の減免と一体として考えているのですが、その中で国や

県の支援の動向なども見ながらとあります。この点について質問します。私が調べた中では、台

風10号が発生して、国保医療費・介護保険利用料は28年から始まっていまして、28年度、29年度

は、県が国保医療費の町の負担分を含めて、復旧、復興に係る町の負担分に対して、県で単独の

支援をしてきたと。30年度については、それが国の特別交付金で間に合ったのかどうかわからな

いのですが、30年度は県の単独交付金が出ていないと。この点については、そのとおりでしょう
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か。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  三上町民課長、どうぞ。 

〇町民課長（三上久人君） 県の震災と台風10号の減免を行っているところでございますが、県の

広域化前は、震災については県が１割、国が８割、町の持ち出しが震災分については１割という

持ち出しでございました。それで、台風第10号におきましては、県の負担はなくて、全部国のほ

うの８割の負担と２割の町の持ち出しという状況でございまして、それは令和元年度の広域化に

おいても同じ状況と認識してございます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 県のほうの言い分では、復旧、復興の費用と国保医療費減免の町の負担

分、両方を合わせて県の単独交付金を出していると、県としてはそれを強調するのですが、その

点はどうでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三上町民課長、どうぞ。 

〇町民課長（三上久人君） 私の認識といたしましては、さっき言った町の場合はそうですが、他

の震災のほうの基準、国の８割が来ないところに対して、県は来ない分の８割と県の１割を持ち

出して、震災の分にはその分を交付しているということで伺ってございます。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 町民課でなくて、担当課のほうではどういうふうな感じでしょうね。担

当課は、県からの単独交付金に関しての。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 県からの交付金、それから特別交付税の部分、どちらの部分かちょっ

と、現在資料を持ち合わせておりませんので、不明ではございますけれども、包括的な形でもし

かすれば来ている可能性はないとは言い切れません。ただ、細々な部分が、これが国保の分だと

か、介護の分だとかというような形ではちょっと今確認ができませんので、回答は控えさせてい

ただきます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 県でしゃべっているのですが、復旧、復興、それから医療費減免の町の
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負担分含めて、28年度、29年度は出したと。30年度は出していないと言っているのですね、国の

特別交付金の関係で。そこのところは中央当局とも話し合ってやっているということなのですが、

その点についてはそのとおりでしょうか。よろしいです。 

  県のほうでは、こういうふうな点について町のほうとも話し合ってやっていくので、町のほう

でも積極的に要望をしてほしいと、そういうふうに言っています。30年度は、県の単独交付金が

出ていないと言っています。現在31年度、令和元年度は、県からの単独の交付金は出ていますか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 単独の交付金という意味合いがちょっと不明ではございますけれども、

特別交付税につきましては、県である程度算定をして各市町村に交付をしているという状況でご

ざいます。その中で、特殊事情等々につきましては、県のほうで勘案しながら交付をすると。そ

の内容が12月交付までにおきましては、特別交付税もルール分ということで、これについては幾

ら、これについては幾らという形で積算はします。ただ、３月交付については、内容については

具体な部分についてお示しはいただけませんで、包括的な形で金額が交付されているという状況

でございますので、もしかすればそちらのほうに含まれているという判断なのかもしれません。

その点については、うちのほうではちょっと確認はできない状況でございます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） それでは、そこのところですが、県のほうで最後に言っているのは、引

き続き町の状況や要望をしっかり伺って対応していくというふうに言っているのですよ。それで、

岩泉町で積極的にやっていってほしいなと考えます。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 今回の台風19号もそうでございますけれども、10号、それから東日本

大震災につきましても特別交付税、特殊事情がありましたらば、その分を全部出してくださいと

いうことで、当町からもその部分につきましては、単独費につきましては特別交付税で何とかお

願いしますよということで、包括した形で上げているという実態でございます。 

〇議長（加藤久民君） ６番、どうぞ。 

〇６番（林﨑竟次郎君） 最後になりますが、やっぱり台風10号、19号からの復旧、復興にとって

は、私は被災者の国保医療費や介護保険利用料の減免という問題も大きな比準を占めると思いま

す。これを続けていくためにも、岩泉町としても、この問題は、町の負担分に対して国が８割の
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負担、岩泉町がそれ以外ということになりますが、県の単独の交付金を獲得するように、一生懸

命県に対して要求していったほうがいいと思います。そのことを述べまして、質問を終わります。 

〇議長（加藤久民君） これで６番、林﨑竟次郎君の質問を終わります。 

                                           

    ◎散会の宣告 

〇議長（加藤久民君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

（午後 ２時４５分） 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（加藤久民君） ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は14人です。定足数に達していますので、会議は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                           

    ◎議事日程の報告 

〇議長（加藤久民君） 本日の議事日程はお手元に配りましたとおりです。 

                                           

    ◎一般質問 

〇議長（加藤久民君） 日程第１、一般質問を行います。 

  順番に発言を許します。 

  ５番、三田地久志君、どうぞ。 

          〔５番 三田地久志君登壇〕 

〇５番（三田地久志君） ５番、三田地久志でございます。通告に基づきまして、質問をいたしま

す。趣意酌み取りいただき、明確な答弁をお願いいたします。 

  ごみの減量化についてですが、本年の３月、フィリピンの海岸に打ち上げられた鯨の胃から40キ

ロものビニール袋が出てきたというニュースがありました。日本でも2018年の夏、神奈川県鎌倉

市の浜辺に打ち上げられた鯨の赤ちゃんの胃からプラスチックごみが出てきたという報道があり

ました。海のプラスチックごみについては、世界中で問題になっており、なかなか解決策が見出

せていないのが実態です。 

  そのような中において、本町はリサイクル率が35％以上と県内トップクラスで推移しており、

大変すばらしいと思います。このリサイクル率の高さは、歴代のリサイクル推進員などの功績で

あろうと思います。しかしながら、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の概念をさらに

町民の皆様に訴え、実践していくことがもっともっと必要ではないかとの思いからの質問であり

ます。 

  さて、上記の課題もありますが、岩手県が発表している資料で、本町の１人当たりの一日のご
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み排出量は年々増加傾向にあるということが読み取れます。平成22年に384グラムであったものが、

平成29年には488グラムと100グラム以上ふえており、１年間には１人当たり約38キログラムもふ

えていることになります。これを燃焼するための化石燃料の使用、町内収集と宮古市までの運搬

に使用する化石燃料は、間違いなく地球温暖化の一因にもなっているのではないでしょうか。 

  また、食品ロスについては、本年10月１日より「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行

されました。国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定、その他食品

ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推

進することを目的としています。本町での取り組み状況を伺います。 

  農林水産省によれば、我が国の食品ロス量は、2016年に643万トンで、国連世界食糧計画（ＷＦ

Ｐ）による食糧援助の約380万トンを大きく上回っております。食料自給率が４割を切るという国

が海外から大量に食品を調達しているにもかかわらず、こうして大量の食品ロスを生み出してい

ます。 

  我が町のごみの排出量が増加していることは、この食品ロスに一因があるものと思われます。

町では、生ごみの減量のために、かつてコンポスト等への補助を行っていましたが、現在はどの

ようになっているのか。また、検証結果はいかがか伺います。 

  生活していく上でどうしても排出されることが否めない家庭ごみの処理について、岩泉町まち

づくり総合計画の中に落とし込み、ごみの減量化に向けた取り組みが必要と考えますが、町長の

所見を伺います。 

  次に、地域限定旅行業の取得についてです。観光が地域振興に及ぼす効果については、異論が

ないことを前提としての質問であります。 

  地域限定旅行業は、地域の観光資源の活用や多様化する観光客のニーズへ対応するため、旅行

者を受け入れる地域が地域の観光資源を活用した旅行商品や体験プログラムを旅行者に提供する

ことができるよう創設された旅行業法の登録種別です。 

  地域限定旅行業で取り扱い可能な業務範囲は、営業所の所在地と、それに隣接する市区町村内

の募集型企画旅行の企画・実施、受注型企画旅行の企画・実施、手配旅行の企画・実施、他社の

海外・国内の募集型企画旅行の受託販売であります。 

  この旅行者を受け入れる地域でつくられる着地型旅行商品を取り扱うためには、地域の魅力を

よく理解している必要があります。 
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  町では、地域おこし協力隊でＤＭＯ隊員を募集し、10月に着任しております。任期３年のうち

に岩泉の魅力を知っていただき、将来にわたって事業として立ち上げていくためにも、地域限定

旅行業の取得が必要ではないかと考えます。 

  観光協会、宿泊施設、運送会社などと連携し、日帰りや宿泊を伴うツアーを企画することがで

きることから、岩泉のコアな情報を発信することで事業としても成り立つのではないかと思われ

ます。 

  新たな会社にするのか、第三セクターの定款変更で行うのかなどと方法論は幾つかあると思わ

れます。関係人口、交流人口の増加のためにも、地域限定旅行業の取得について、岩泉町まちづ

くり総合計画に上げるべきと思いますが、町長の考えを伺います。 

  以上で本席からの質問を終わります。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁願います。どうぞ。 

          〔町長 中居健一君登壇〕 

〇町長（中居健一君） ５番、三田地久志議員のご質問にお答えをいたします。 

  まず初めに、ごみの減量化についてでありますが、本町におきましてはリサイクル活動やコン

ポスト式生ごみ処理機の設置に取り組んできたところであります。 

  コンポスト式生ごみ処理機につきましては、町公衆衛生組合連合会と連携をし、昭和62年度か

ら累計数で5,995台の設置の実績があり、平成30年におきましても49台が設置をされているところ

であります。 

  畑や露地が多い本町では、コンポスト式生ごみ処理機の設置は生ごみ処理の有効な手段ではあ

りますが、本町のごみ全体量に対する生ごみの割合は49.3％と高い割合となっているのが現状で

あります。 

  今後におきましても、コンポスト式生ごみ処理機の設置の推進に加え、効果的な使い方の指導

を図っていくとともに、生ごみの水分量を減らすため、新たに生ごみ水絞り器具の普及啓発等を

推進しながら生ごみの減量化に努めてまいりたいと、このように考えております。 

  食品ロス対策の取り組みにつきましては、「食品ロスの削減の推進に関する法律」で、国及び県

が定めた基本方針を踏まえ、各市町村で「食品ロス削減推進計画」を定めるよう努力義務が課せ

られているところでありますことから、先進実践例等の取り組みなども踏まえ、実効性の高い取

り組みについて調査研究をしてまいりたいと、このように考えております。 
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  ごみの減量化は、「３Ｒの概念の定着と実践」、「食品ロスの取り組み」などによって実現できる

ものと認識をしており、自然豊かなまちづくりを行うためにも、町民の皆様のご協力や宮古地区

広域行政組合など、ごみ処理専門機関とも連携をし、ごみの減量化に取り組んでまいりますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

  次に、「地域限定旅行業の取得」についてでありますが、制度の規制緩和によって参入しやすい

環境が整えられたものの、現時点では有資格者の配置なども必須とされていることから、先進事

例なども参考にしながら、調査研究を積極的に進めてまいりたいと、このように考えております。 

  また、地域振興に結びつく観光のあり方につきましても、引き続き関係団体等との連携を図る

ほか、観光地としてのさらなる魅力向上と誘客の取り組みについて、関係人口の増加を図ってま

いりたいと、このように考えております。 

  なお、関係人口や交流人口の増加の取り組みにつきましては、次期総合計画へ位置づけてまい

りたいと、このように考えておりますが、議員ご提案の地域限定旅行業の取り組みにつきまして

は、その中で方策の一つとして効果等も検証しながら研究をしてまいりたいと、このように考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと、このように思います。 

  また、本年10月に着任をした地域おこし協力隊でございますが、現在は町の情報発信を中心に

取り組んでいるほか、ＤＭＯ組織づくりを研究をしているところであります。着任してまだ間も

ない状況ではありますが、将来の定住に結びつけるためにも、起業の可能性などについてじっく

りと意見交換をしてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたいと、この

ように思うところであります。 

  以上で答弁を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（加藤久民君） ５番、再質問はございませんか。どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） まず、このごみについては歴代の先輩議員の皆さんあるいは宮古広域で

の議員の皆さんもかなり取り組んで、一般質問やら何やら発言してきているのだろうなと思いま

すが、あえて今回取り上げさせていただきました。というのは、人口が減っている、世帯数が減

っている、その減っている中で何でごみの排出量がふえているのか。やっぱり行政としてもう少

しその啓蒙活動というか、ごみ減量のための啓蒙活動に取り組むべきではないのかなという思い

からの質問であります。 

  中には、つい先ほどごみは文化のバロメーターだという、だからふえるのだというような意見
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もいただきましたが、だけれども、ごみを出すことが文化のバロメーターだとすると、地球破壊

をしていることだから民意が低いということになるわけですよ。そういうことにならないために

は、どういうふうな取り組みをするのか。コンポストをかなりの台数今までもやってきたと、そ

のことについては検証はどのようにしているのかお尋ねをしたいと思います。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） お答えいたします。 

  コンポストの設置につきましては、約6,000という数を設置しているわけでございまして、町に

とっても有効な生ごみの処理方法であるというふうな認識はしておるところでございます。ただ

１軒のおうちで５つとか持っている家庭が多く見られるというふうなことは、その生ごみのその

後の有効な堆肥物としての使用の方法ができていないのではないかというふうなことを考えてお

ります。よって、生ごみの堆肥化ということで改めてそれを啓蒙、啓発しまして、コンポストも

有効に二、三個で回転をするような状況をつくってまいりたいなというふうに考えているところ

でございます。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） では、ちょっとコンポストについて議論をさせていただきたいと思いま

すが、ただ生ごみを入れているだけでは発酵しないわけなのです。そこについてもやはり指導な

りなんなり、あるいはぴーちゃんねっとでこういうふうにすれば発酵が促進するというふうなこ

とをすべきではないのかなと。要は発酵資材というのも売っていて、それはお金がかかるわけで

すが、自然界にある草なりなんなりには微生物がいっぱいついていて、それを生ごみと一緒に重

ねながらやる、あるいは土も入れながらやるということを繰り返すということが必要なわけです。

ただただ生ごみを入れていくと、そこにハエやら何やらが入ってきて、もう見たくもないから新

しいのにしましょうということになる。そうならないための施策を、あるいは指導、啓蒙をする

べきだと思うのですが、今までそういうことをしたことはありますか。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） 今のご質問ですけれども、直接的な役場からの指導とかというこ

とはございません。購入していただいたときに、コンポストの中に使用方法といいますか、処理

方法ということで、土をかぶせるとか、そういうふうなことでの10行ぐらいにわたる使用方法、
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取り扱い方法、それがあるということだけになっているところでございます。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） そうすると、やっぱり必要ですよね。ぴーちゃんねっとという立派な情

報発信のツールがあるわけですので、コンポストの有効な使い方あるいは広報なんかでも時々ご

み減量化のために皆さんへのお願いというふうなことをすべきだと思います。さらにもっとコン

ポストのことを考えていくのであれば、例えば各地区に遊休農地があると、その遊休農地を貸し

ていただいて、そこの例えば班ごとに、ではみんなでやりましょうよと、そこでコミュニティー

が醸成される可能性もあるわけです。そういうふうなこともこれから考えていくべきではないか

と思うのですが、いかがでしょう。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） コンポストから出ます生ごみ、各家庭で処理できればよろしいの

ですけれども、今のご提案につきましては、農地担当でもある関係課とも協議しながら検討して

まいりたいと思っております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） 皆さんがよくご存じの上勝町では、ごみがほぼゼロになってきていると

いう実践例もあるわけです。宮古広域でも見ると、岩手県の発表しているデータを見ると減って

いないのです。広域で岩泉町だけ頑張ってもだめで、やっぱり広域でもきちんと岩泉がモデルケ

ースになるぐらいの気持ちで取り組んでいただいて、全体の量を早いところ減量させていかない

と、毎日365日24時間800度以上の燃焼で地球温暖化に貢献しているわけですから、幾らかでもこ

れは減量すべき、税金が最終的には投入されているわけです。そこをこれからどう考えていくの

か、ますます人が減っていく中で、そういう側面からも必要だと思うのですが、上勝町がなぜ、

その上勝町の取り組みについては担当課長は知っていますでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） 大変申しわけございません。上勝町の取り組みについては、ちょ

っと知り得ておりませんでした。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） それでは、あそこはもうそれこそ70代、80代の人が、葉っぱビジネスは

知っていますよね、葉っぱビジネスをやっているところ、葉っぱも黙っていればごみになるのだ
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けれども、ごみになる前に売ればお金になるわけです。収入が上がって、税金を納めることがで

きる。ごみも出さないように、地元のものをできるだけ買って食べようというようなこと、前は

そこは焼却しているそうなのですが、焼却は県と国から指導でもうだめですよと。そのために自

分たちでごみが出ない方法を考え出していった。やっぱりこれはごみが出ないためにはどうする

のかというところは、地元でとれたものをできるだけ食べる、どうしてもよそから来た野菜類は

上の葉っぱをとって捨ててしまうわけです。地元のものであれば鮮度もいいから、そうそうない

わけです。そういう取り組みを担当課だけではなくて、隣の農林水産課とも相談しながら、ある

いは全庁で議論しながら、どうやったらできるのか。担当課だけの問題ではないですので、そう

いう取り組みをぜひすべきだと思うのですが、いかがでしょう。 

〇議長（加藤久民君） 田鎖保健福祉課長、どうぞ。 

〇保健福祉課長（田鎖英明君） 当町もただいまの計画の中にも環境という大きな柱、４つのうち

の１つに取り組んでいるところであります。今般の新しい総合計画の中にもごみの減量化という

ことはうたい上げてございます。そういった中で、全庁的な取り組みとしてどのような方法がい

いのか、先進事例等研究しながら取り組んでいきたいと思っております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） 要は取り組んでもらえば、それでいいので、情報というか、とにかくご

みを出さないように皆さん注意しましょう、気をつけてやりましょうというのが、毎日はちょっ

とつらいけれども、そういうことが必ず必要になってきますよ。出したくて出しているわけでは

なくて、持っていってくれるから出しているのですよね。なので、持っていきませんではなくて、

みんなでいわゆる税金を使わないようにするためにも、その分の予算をこういうふうに使いたい

のですというふうな取り組みを情報発信をもっとしてもいいのではないのかなというふうに思い

ます。そこについてはよろしくお願いいたします。 

  では次に、地域限定旅行業の取得についてお尋ねをしたいと思います。観光のあり方について

ですが、有資格者が必要だからということで、何となく引いているように、答弁だなと思って見

たのですが、例えば協力隊の中に有資格者の人を募集するという手もあるだろうし、あるいは岩

泉高校の生徒にこういうことを立ち上げるのだけれども、こういう資格を取って岩泉で働きませ

んかということも可能だろう、その辺については将来を見据えた中で担当課としてはどのように

お考えなのか、もし前向きに検討していただいているのであれば、そういうことも考えるのでは
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ないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） 今回まず観光につきましてご質問いただきまして、ありがと

うございました。まず、議員のご質問、冒頭のほうにもありましたけれども、町にとって観光産

業というのはある意味基幹産業であるというふうに認識をしております。議員のほうからも、前

の平成28年でしょうか、一般質問いただきまして、観光関連団体の組織強化というふうなことで

ご質問いただきました。このときがちょうど台風の被災前ということで、当時とすれば町内にあ

る会社、第三セクターの会社について観光地域づくりのかじ取り役として登録できないかという

ご質問をいただいたところを調べております。こちらのほう当時は宮古管内のほうでも動きがあ

ったものですから、そういった状況を見ながら対応していきたいということでお答えをしており

ます。その後、台風の被災を受けて観光もちょっと一時閉洞になったりというところですけれど

も、現在龍泉洞も復活をしまして観光がますます重要であるということ、さらには龍泉洞の園地

構想も今取り組んでいるところですので、それらもあわせて大事な、町にとって宝の龍泉洞を生

かしていく、さらにはそのほかにも付加価値をつけて全国のお客様から来てもらえるような取り

組みということで前に進んでいきたいというふうに思っております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） 急いでやるというか、考え方として、地域協力隊の募集をするかとか、

あるいは高校生にこういう情報を流してやるとかというところについてはどのように、個人的な

見解でも構いませんが、よろしくお願いいたします。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） 地域おこし協力隊の分、ちょっと漏れておりまして、大変申

しわけありませんでした。現在、10月に着任してということでお答えをしたところですけれども、

この方は非常にやる気がありまして、その中でまずこれからも、委員のほうでもご承知かと思い

ますけれども、ＤＭＯの組織づくりに向けた勉強等もしていただいておりますし、あとは今機材

をそろえているところですけれども、町内のいい素材を全国に発信するということで動画の素材、

あとは情報発信についてもこれから取り組んでいくという状況となっております。あとはこの１

人の方に頼るのではなく、関係機関、あとは議員からお話がありました高校生についても、そう
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いった柔軟な発想、若い発想についても取り込みながら町の観光振興を果たしていきたいという

ふうに思っております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） なぜこの地域限定旅行業の取得をというふうに言ったかというと、ＤＭ

Ｏの運営資金、これは３割程度は行政からの補助金が入っていると。自分で全部賄っているＤＭ

Ｏというのはなかなかないのです。そうしたときに、原資として間違いなく自分の給料ぐらいは

出てくるような仕組みというのをつくらないと、いつまでも行政からお金が出てくるということ

ではやはり本末転倒だろうということの思いで取得をしたらどうかという質問なのです。ＤＭＯ

を立ち上げていく上で、全産業というか、それこそ住んでいる人そのものも観光素材なわけです。

どこどこのおじいちゃん、おばあちゃんも観光素材になるわけなので、その人たちとの協力のた

めにもこういう地域限定旅行業というのは絶対必要だというふうに、いわゆる第１種、第２種、

第３種というふうに全部いわゆる世界各国できるとかというのではなくて構わないわけです。岩

泉が拠点、岩泉に来た。岩泉に来た人たちにどこかないですかといったときに、ではあの安家の

地大根つくっているおじいちゃんのところにどうぞと、これも旅行業の一つなわけです。そうい

うことを積み重ねていくことが非常に重要だろうという思いでの質問なので、要は地域おこし協

力隊もいいし、もっと言えば地元にいてやりたいという人もいるかもしれない、そういったとこ

ろも含めて人材育成をすべきではないかと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） まず、観光の部分でございますけれども、ちょっと私この間

鍾乳洞サミットに行ったときにある講演を聞く機会がありまして、なるほどなというふうに感心

したのをちょっとご紹介をさせていただきますが、観光は地域の総合的戦略産業であるというふ

うなことで話がありました。観光については、地域での取り組みで独自の素材を掘り起こし、そ

れに付加価値を加え、広告、宣伝等により全国に通用するものをつくっていくことだということ

です。その結果といたしまして、岩泉町外から人、物、金を集めることによって、地域にとって

持続可能な社会をつくる総合的戦略産業であるということで、まさにこのとおりというふうに考

えております。今ご指摘をいただきました地域おこし協力隊員、あとは関係する団体も含めて、

いずれ町が一丸となっていいものを全国に売り出して、町が持続可能な形で地域振興していける

ような、そちらにも結びつくような姿勢で取り組んでいきたいというふうに思っております。 
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〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） 今までの旅行業というのは、いわゆる旅行業者が発地型でお金を前もっ

てもらって送り込んで各所を回るというのが主だったわけなのです。それに乗っかって宿の皆さ

んも観光施設なんかもそういう素材でやってきたと、それが立ち行かなくなってきたのです。ネ

ット販売やら何やらふえてきて、自分で探して行くということになってしまって、なかなか難し

い。着地型商品、いわゆる着地型旅行ということで、岩泉に来て岩泉のいろんなことがわかると

ころ、ＤＭＯというのは要は今まで個別にやってきた、いわゆる発地型商品に対して個別にやっ

てきたものが、それができなくなってきているから、みんなでまとまって同じ方向を向いて観光

素材をつくりましょうよというのがＤＭＯの理念ですので、そのためにも協力隊で来ていただい

ている人、そしてさらにはそれをどう販売していくのか、ＤＭＯだけでやり切れない部分、きち

んと旅行業として対価を受け取って、それを分配するという仕組みをつくらないと、ＤＭＯをつ

くったからよしではないと私は考えるのです。そのＤＭＯと旅行業の関係性については、課長は

どういうふうに思っていますか。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） 観光ＤＭＯにつきましては、議員お話があったように地域と

協働して観光地域づくりを行っていく個人、主に法人だと思うのですけれども、そういったふう

に捉えております。このＤＭＯの重要なところにつきましては、やっぱり地域の稼ぐ力を引き出

しながら、あとは経営の視点に立って観光地域づくりのかじ取り役としてまさに活動していく、

そのためには関係者の方々と協働しながら戦略を練って、あとはそれを確実に実行していくとい

うふうなことで取り進めていくべきものと考えております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） 取り進めていって、旅行業の部分というのは、そこについては余り関係

ないと思っていますか、どうでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） ちょっと漏れましたが、その旅行業の部分、今のＤＭＯの大

きく言ってＤＭＯの一部分、地域限定旅行業というのはその方法だというふうに捉えております。

それも含めまして、あとは関係者、今ちょうど内部のほうでも龍泉洞の園地構想であったり、あ

とは誘客対策ということで町内の宿泊業者の皆さんにも入っていただいて、観光に関する、魅力
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ある観光づくりということで盛んにアイデアを出し合っております。そのほかに町内には観光協

会であったり、商工会さんであったり、あとはガイド協会、三陸ジオパークの協議会等々、関係

する団体がありますので、できればこれらの団体を組織される皆さんがチームとなりまして、岩

泉の観光ということで売り出していければというふうに思っております。いずれ着地型の観光に

ついてもその一つの手段というふうに認識をしているところでございます。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） ＤＭＯについては、それこそ地方の連携版とか広域のやつ、あるいは地

区、地域のＤＭＯというふうに、岩泉で今やろうとしているのは地域のＤＭＯだと思いますので、

宿も含め、それから産業も含め、住んでいる人も含め、とにかく岩泉町民全部が、企業全部がＤ

ＭＯにかかわっているのだというような取り組みをこれからぜひしていただいて、そのことで我

々がどういう恩恵を受けているのかというところも含めて、経済価値というか、経済効果という

ようなところもできたら算出していただいて、ではもっと我々頑張って、来たお客さんに笑顔で

接して、私が好きなところはあそこですからというふうなことをみんなが言えるような環境にす

べきだろうなと思うのです。そのためには、やっぱり行政がある程度年数を主導していかなけれ

ばならないと思います。そういう仕組みということもＤＭＯを立ち上げた後にとっては、一部の

人間だけのものではないわけですから、そういうところをすべきではないかなと思うのですが、

それについては課長はどのようにお考えですか。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） ＤＭＯを含めた観光振興については、町だけでは当然成り立

たないわけでありまして、それには町民の皆さん、そして関係する旅行業者の皆さん、あとは町

内にも先ほど申し上げた観光協会さんほか関係する団体さんがおりますので、そちらのほうとの

連携を図りながら行っていく必要があると思っております。さらに旅行にとっては見るというこ

ともある、例えば龍泉洞を見て感動していただく、それで喜んで帰っていただくというのも大事

でございますけれども、あとは食というのがもう一つ柱になっておりますので、その食につきま

しては例えば役場の中であれば農林水産課と連携しながら、町に眠っている素材を生かしながら、

二重の喜びで来ていただいた皆さんにお帰りいただけるようにしていきたいなというふうに思っ

ております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 
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〇５番（三田地久志君） それこそポテンシャルが岩泉は高いから大好きだという中国から来た方

もいらっしゃるわけです。そのポテンシャルについて、我々はどっぷりつかっていて、どれがど

うなのかもよくわからないわけですから、そこの部分についてもそういう方々からどこに感動す

るのか、やっぱり観光というのは前にも言っているけれども、感動なのです。また来たいと思わ

せるような感動がどこにあるのかというところをもっと皆さんが共通で持っていて、ガイド協会

だけではない、本当にその辺にいるおじいちゃん、おばあちゃんたちも「あそこがよござんす」

なんてしゃべれるような、感動できるようなものをもっともっとつくっていくべきであろうなと。

日常で感じていないかもしれないけれども、外から来た人にはすごい感動な、その存在そのもの

も感動かもしれないわけなので、そういうところをぜひＤＭＯの中にも落とし込んでいただいて、

旅行業の中にも落とし込んでいただいて、岩泉町の関係人口、交流人口をもっともっとふやして

いくべきだろうと。それが日帰りであれ、宿泊であれ、とにかく岩泉に来ればあれがある、これ

があるというふうな、あとは情報発信と受け入れが間違いなく行われるような仕組みをしていた

だきたいというふうに思います。その仕組みづくりのためにも、ＤＭＯの隊員で来ていただいた

方に、今一生懸命やっているかとは思うのですが、もっともっと各地区も回っていただければと

思うのですが、今は観光地だけをめぐっていらっしゃるのでしょうか、その辺についてはまだ２

カ月しかたっていない中でちょっと厳しい話ですけれども、その辺については何か意見交換をし

ていますでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） 地域おこし協力隊員でございますけれども、先ほどいろんな

今素材を集めている状況ですというお話をさせていただきました。こちらのほういろんな機器が

今そろいつつありますので、その素材がたまった段階でユーチューブなり、そういった手段を通

じて情報発信をしていきたいと思っております。この方は、小本の仮設住宅のほうにお住まいな

のですけれども、その通勤途中はもとより、あとは町内の龍泉洞以外の部分についても町の魅力

ということでみずから歩いてその素材集めをしているというふうな状況にもなっておりますし、

龍泉洞の園地構想であったり、あとは先日行われましたけれども、町内の事業者さんとＪＲさん

の会議といいますか、そういったのがありまして、そこにも出席をいたしまして、外から来た、

外の目という視点での意見も申し上げているというふうなこともありますので、いろんな場所に

まずは出ていただいたり、あとは私たちとも当然意見交換をしたり、あとはうまく事業がいって、
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あとはＤＭＯ立ち上げのほうにもご尽力いただいたり、あとは定住もしていただいたりというこ

とで、なかなかまだ一歩一歩前に進みながらという状況ではありますけれども、いずれ連携は欠

かさないでやっていきたいというふうに考えております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） ありがとうございます。やっぱりユーチューブで１万回以上やると何か

お金も入る仕組みがあるそうなのですが、そのお金がどこに帰属するのかななんて、いいですよ、

これはいいですが、ユーチューバーをもっともっと岩泉にもつくってもいいのかなと、そのため

の例えば来ている方にユーチューブの立ち上げから、発信でこうなりますよというふうなレクチ

ャーをしてもらうような仕組みというのはできませんか。ちょっと外れてしまいましたが、議長、

ごめんなさい。 

〇議長（加藤久民君） 今のは質問ですか。 

〇５番（三田地久志君） はい。 

〇議長（加藤久民君） 馬場経済観光交流課長、どうぞ。 

〇経済観光交流課長（馬場 修君） 観光に限ったわけではないと思いますけれども、いろんな情

報発信につきましては、今のユーチューブなど動画での発信というのが非常に重要だというふう

に言われておりますし、私もそう考えております。あとはこの協力隊員の方ですけれども、以前

こちらに来る前にグーグルという世界的なＩＴ企業ですけれども、そちらのほうにも在籍した経

験もありますので、そういった動画、ちょっと横文字でうまく言えませんけれども、そういった

手段というか、方法は既にお持ちですので、そういったのをうまく活用、能力を発揮していただ

けるような環境づくりに努めていきたいと思っております。 

〇議長（加藤久民君） ５番、どうぞ。 

〇５番（三田地久志君） いろいろとあちこちの質問をしてしまいましたが、丁寧な回答ありがと

うございました。要はいかに感動を持っていただくかという仕組みづくりが何なのかということ

だけです。ＤＭＯにしても地域旅行業にしても最終的には感動してもらわなければいけないわけ

です。つくったのは我々は手前みそで、それこそやりました。だけれども、そこには相手がいる

わけですから、その相手にいかに感動してもらうかというところを最終目標にしていただいて、

ぜひ地域旅行業についてもＤＭＯにしても上手に立ち上げていただいて岩泉のためにやっていた

だければと思います。 
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  以上で終わります。 

〇議長（加藤久民君） これで５番、三田地久志君の質問を終わります。 

  次に、13番、野舘泰喜君、どうぞ。 

          〔13番 野舘泰喜君登壇〕 

〇13番（野舘泰喜君） 13番、野舘泰喜でございます。通告に基づきまして、令和元年最後の一般

質問を行います。 

  昭和から平成への転換点は、バブル景気から崩壊へと人災による社会不安が支配した時代であ

りました。平成から令和の転換点は、自然災害による社会不安が支配する時代を迎えております。

そんな中で、中居町長は台風10号豪雨災害を教訓として、いち早く防災体制の強化を打ち出し、

危機管理監を置き、危機管理課設置へと段階的強化を果たしています。その後の取り組みを見て

も、きめ細かな防災組織の強化や防災士の育成など着実にその強化に努めることはまさに時代の

ニーズに対応した取り組みと最大限の評価をしております。 

  一方、足元を見れば、少子高齢化はその進度を緩めず、集落の維持に支障を来す事態になって

まいりました。さらに、東日本大震災並びに台風10号豪雨災害による災害公営住宅の設置あるい

は集団移転地の関係で大量の住所異動が発生しております。 

  ６年前に行政区の区割りについて一般質問を行いました。当時、一番多い行政区で480人、少な

いところで７人という差を指摘し、投票所の改編もあわせて是正の時期ではないかという質問を

しました。検討する旨のご答弁をいただいておりますが、まずは検討結果をお示しください。 

  そして、今こそその時期が来ているのではないでしょうか。迷路に入った感のある小本地区の

再編もあわせて、少なくとも10年先を見据えた町全体を一定のルールのもとに再編することが必

要であります。どこかで誰かがやらなければならない課題であります。それが今だと思います。

着手してから５年はかかるであろう大仕事であります。そのために、まず方向性を決めなければ

なりません。中居町長の英断を期待するものであります。 

  あわせて行政連絡員の職務分掌の明確化と報酬の適正化、さらに投票所の再編、消防団の部班

の再編、それらを総合的に勘案して研究することは急務であり、時代の要請であります。行政連

絡員のなり手不足はますます深刻化する一方であります。月に２回、10から20種類の文書を仕分

けして班長に届けるだけでも大変な仕事だと思います。この数多くの文書にしても、町民のニー

ズに合っているのでしょうか。安易に利用している側面はないのでしょうか。これらの課題に真
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正面からのご答弁を期待します。 

  次に、廃校舎の利活用について伺います。 

  この問題につきましては、同僚議員が幾度となく質問しております。そこで、今回は切り口を

変えて、制度設計について質問します。 

  これまでこの質問には教育長の答弁というのがお決まりのコースでありますが、教育委員会の

立場では限界があります。何度となく出された一般質問に対して、何の成果も上がっておりませ

ん。それほど難しい問題だということであります。したがって、教育委員会ではなく、町として

本腰を入れていただきたいという思いから町長に質問します。 

  全国の取り組みを見ると、徳島県の三好市が出てまいります。三好市では、平成24年に専任職

員を配置し、誘致活動を始めました。その内容は、ホームページのほかに徳島県が推進するサテ

ライトオフィス誘致事業に参加し、平成25年度30社、平成26年度80社と面会しています。サテラ

イトオフィスとは、支店、支所という意味で、光回線が通っていればＩＴ企業の需要があるよう

であります。そのほかに活用アイデア提供会社への訪問、ふるさと会への情報提供などをするこ

とによって、平成30年４月１日現在の実績が７校に上っています。隣の宮古市でもウエブ上に５

物件を掲載しています。少なくともホームページの掲載は急ぐべきではないでしょうか。 

  基本的に無償貸与で、リフォーム費用とかランニングコストは使用者負担というのが一般的な

ようであります。物件の詳細説明と応募手順を定め、町の内外にアナウンスすることによって意

外な需要を見込めるかもしれません。国庫補助も文部科学省だけではなく、農林水産省や国土交

通省でも対応しています。日々廃れ行く母校に命を吹き込む努力は今の私たちに課せられた大き

な課題であります。町長の所見を伺います。 

  以上で終わります。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁願います。どうぞ。 

          〔町長 中居健一君登壇〕 

〇町長（中居健一君） 13番、野舘泰喜議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず初めに、行政区の区割りについてでありますが、高齢化、人口減少等に伴い、行政連絡員

の選任に苦慮し、行政区の維持が難しくなっている地区があることは議員ご指摘のとおりと認識

をしているところであります。 

  これら対策といたしまして、ぴーちゃんねっとを活用し、行政連絡員への配布文書等を少なく
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できないか、世帯数が多い行政区は複数人の行政連絡員にお願いできないかなど、行政連絡員の

負担軽減につきまして現在検討しているところであります。 

  町からの配布文書につきましては、常々削減に努めているところではありますが、町の周知文

書は減少傾向にあるものの、関係外部団体の配布文書等も数多くあり、配布文書の削減による行

政連絡員の負担軽減は大変難しい状況にあります。 

  また、世帯数が多い行政区では、自治コミュニティーへの影響を最小限にするため、現状の区

割りのまま複数人の行政連絡員を設置する方向も一つの方策ではないかと、このように考えてお

ります。 

  また、小規模行政区につきましては、現在も一部で実施しております個別配送などについて検

討を重ねているところであります。 

  しかしながら、その先を見据えますと、人口減少により、議員ご指摘のとおり行政連絡員のな

り手、また班編成も深刻になってくるのではないかと危機感を持っているところであり、行政連

絡員の制度が崩壊しないよう一定のルールの中で個別配送とあわせた仕組みづくりを検討してい

かなければならないと、このように考えているところであります。 

  投票所の再編につきましては、公職選挙法の規定に基づき45投票区を設定をしておりましたが、

５年前に有権者25人以下の５つの投票区につきまして統廃合の検討をしたところ、２つの投票区

で住民合意があったことから、現在43投票区となっているところであります。 

  近年、投票管理者及び投票立会人の選任が難しい投票区も出てきていることから、議員ご指摘

のとおり引き続き地域住民の皆様のご意見を伺いながら、関係機関と協議をし、投票率の低下と

ならないよう投票環境や移動期日前投票所の検討など投票所の再編につきましても進めてまいり

たいと、このように考えております。 

  消防団の部班の再編につきましては、統廃合等の再編成をすることで部班数が減ることによる

災害対応のおくれ等も懸念をされることから、現在の部班数は可能な限り維持したいと考えてお

ります。 

  また、地区に消防屯所があることで町民の皆様に安心感を与えている面もありますので、地元

消防団等の活動に支障が生じる状況となった場合は、地域住民の皆様のご理解も賜りながら再編

をしていきたいと、このように考えております。 

  いずれにいたしましても、行政区の区割り、投票区及び消防の部班の再編等は、地域のコミュ
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ニティー形成の中枢となる部分でもありますことから、今後の方向性を検討する場を設け、時間

を要するとは思いますが、現状も考慮しながら、再編について着眼点を見出し、一歩前に進める

よう努力してまいる所存でありますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げたいと思いま

す。 

  次に、廃校舎の利活用についてであります。議員ご案内のとおり、廃校舎は施設が大規模であ

り、その利活用は財源の確保なども含め非常に難しい問題が内在をしております。こうした中、

各課横断的な内部検討組織を立ち上げ、昨年から利活用について調査研究を進めてきております

が、一部施設につきましては「お試しサテライトオフィス」や「お試し住宅」などが具体案とし

て上がってきているところでございます。 

  この「サテライトオフィス」の設置に関しましては、都市部から本町への生活環境の変化に対

する不安なども懸念をされ、簡単には受け入れがたいことも想定はされますが、まずはお試しで

オフィスを構えていただき、本町のすばらしい自然環境を体験していただくとともに、地域の皆

様との交流の機会も設けるなど、お試しから常設のサテライトオフィスにつながるよう制度設計

を検討してまいりたいと考えております。また、財源につきましても、地方創生に係る交付金の

補助対象となりますよう国との協議も進めてまいりたいと、このように考えております。 

  なお、それぞれの学校の統合時におきましては、「施設を地域住民の交流の場として時々には活

用したい」、「災害時の際には避難できるようにしてほしい」などの要望も受けておりますことか

ら、廃校舎の利活用やホームページへの掲載などにつきましても、地域の皆様のご理解を得なが

ら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いを申し上げたいと、このように思い

ます。 

  以上で答弁を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（加藤久民君） 13番、再質問はございますか。13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） ご丁寧な答弁で、私が考えている以上に町では対応しているという印象を

持ちました。ただ、行政連絡員の制度ができて50年以上たっていると思いますが、わかりやすく

言えば報酬とか、この50年の歴史の中で改定の頻度というのはどのぐらいあるのかをまずお聞き

したいと思います。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  應家総務課長、どうぞ。 
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〇総務課長（應家義政君） 改定の頻度につきましては、現在まことに申しわけありませんが、資

料を持ち合わせておりませんが、まず現状に合った形では何とか進めさせていただいているもの

と認識をしてございます。時々には行政連絡員等々からもお話を聞きながら進めさせていただき

たいと考えておりますので、これで足りないというのであれば、時代に合った料金改定を進めて

まいりたいなと思います。 

  また、来年度から会計年度任用制度が始まります。その際にも行政連絡員も会計年度任用職員

という、パートの会計年度任用職員となりますことから、その際にもあわせて検討してまいりた

いなと考えております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） なり手不足が発生するということは、実は今全国で町村議会議員もその問

題に直面しております。それが発生するということは、現状がよろしくないという証明であるわ

けです。したがいまして、今の答弁で現状に即しているということは、状況が証明しているわけ

ですが、私は現状に即していないという思いで質問をしております。したがって、早急に現状に

即した数字を研究して改定するべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） この行政連絡員制度でございますけれども、まさにボランティアも含

めた形でスタートしていると認識をしてございます。自治会、それから部落会等々、その中で行

政連絡員もその中に組織に属しながら、あと班編成をしていただいて、班長はまさにボランティ

アでやっていただいているような形でございます。ですので、料金改定といいましても、実費相

当額等々あると思いますけれども、そういった形で今から改定については検討を進めていきます

が、まさにボランティアと、それから本当の報酬部分というのが相まった形で行政連絡員にはお

願いをしている部分がございますので、納得していただけるような形では進めたいと思いますが、

前半でも言ったようにボランティアと、それから報酬の部分が一緒になっているという部分も含

めてご理解をお願いをしたいと考えております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 当然ボランティアです。当然ボランティアですが、町内の現状を見ますと、

行政連絡員がいて、各班長がいて、その行政連絡員によっては資料配布で班長にご足労をかける

ということで一部お渡ししている行政区もあります。それは、いろいろその行政区によってばら
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つきがあります。もちろんボランティアということに立った上で、それでもなり手が不足してい

くという状況は、それでも我慢がならないのだという証明でもあるわけです。したがって、私は

ここは全庁的に報酬に関して再度研究をして、できるだけ早く改定に着手すべきだと思いますが、

そのお考えはありませんでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） なり手不足が全て報酬という認識はございません。確かに報酬もその

一つではあると思います。それでもなり手不足の一つの要因になっているのであれば、率先して

改定については研究を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 別な側面から、配布資料が多過ぎるということが、非常にこれはどこかで

やっぱり手をつけなければならないと思います。今何でもかんでも行政連絡員に資料が渡って、

それが町民のもとに配られています。配られていますけれども、配られた側はほとんど見ない資

料も正直大部分あります。ごみ箱へ直行、まさに先ほど５番議員が言ったことともつながるわけ

ですが、非常に無駄な資料があるように思いますが、その認識はいかがですか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 私の口から無駄な資料があるという発言はできませんので、無駄な資

料はないと認識をしてございますが、実は広報にお知らせのページがありまして、そこに集約す

るように町のほうで各課に協力依頼をしております。ただそれでもどうしてもそこに間に合わな

かった部分があったりとかアピールしたいということでチラシをつくる課も中にはございます。

それでも、まず行政連絡員のご労苦を考えて、これまでもずっと各課からのチラシ等については

縮小するように協力依頼をしてきてございます。 

  一方で、先ほどの答弁の中にもあったのですけれども、各事業所とか、あとは地域からの配布

の広報紙的な部分がふえてきているのも事実でございます。教育関係からも来ます。行政連絡員

にお願いするのはご存じのとおり２種類なのです。班回覧と、それから各個人に行く部分。各個

人に行く部分は、配達しやすいようにということで行政連絡員が広報紙に挟み込んで配布をして

いただいているような状況でございます。やっぱりその挟み込む作業が大変であると、多くなれ

ば大変であると。あとは班回覧も班数が多くなれば、それも仕分けして挟み込まなければならな

いと、そういったご労苦をかけているという認識はございます。ですので、現在研究しているの
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が、どうやったらそこを町で入れて出せるのかどうなのか、また外部の委託できる部分があるの

か、その辺も研究をしてございますが、それでも最終的には皆さんに配布したものが見てもらっ

てようやく無駄ではない資料だと認識をしてございますので、もし入れる場合でも見られる資料

をつくっていただく、極力減らしていくという方法で考えていきたいと思っております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） その資料を配布する側も、今答弁にあったように当局は努力していると思

います。ただ、その減らした以上に外からの文書がふえています。これは、安易に行政連絡員を

使っているというふうに私は判断しています。何の歯どめもないがために、読まれようが読まれ

まいが自己主張のために文書を配布していると、そこにやっぱり何らかの歯どめを設けることに

よって、多分例えばＰＴＡの広報なんかも全部入ってきますが、それは学校で配ってくださいと、

各家に、そうするとやめるかもしれません。そういったことを私はやる時期に来ていると思いま

す。見ないでごみに行っている量を考えると、何らかの歯どめをかける必要があると思いますが、

いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 行政連絡員の配布していただく文書について調査研究を進める中で、

やはりそういったルールも必要だなと本当に痛感をしているところでございます。町長からも話

がありましたけれども、研究をする組織を立ち上げて、それも含めてとにかく広報も月２回やっ

ていますけれども、それを１回にする方法もあるのかないのか、またぴーちゃんねっとで済む部

分、あとは本当に紙面として出さなければならない部分、そういったのも包括した形で今後研究

をしてまいりたいと考えております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 今の答弁、よろしくお願いいたします。もうここに尽きると思いますので、

そういうまさに働き方改革の一つでもあります。何とか今の答弁のとおりに取り進めていただく

ようお願いします。 

  そして、総合的に行政区が来年度から106行政区と認識しておりますが、公民館数あるいは自治

会、部落会の数、その辺とかを総合的に勘案して投票所ですとか、それを町長の答弁からそれぞ

れが部分的に進んでおりますが、一括した形で改革していくという組織が私は必要だと思います

が、それについてはいかがでしょうか。 
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〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） 行政区の数とか、自治会と行政区はほぼほぼ同じ数で推移をしてござ

います。中には自治会がなくて行政区だけという地区も数カ所ございますけれども、ほぼほぼ同

様の形となっていると認識をしてございます。ある一定のルールをということでございますけれ

ども、町からの押しつけにはならないような形で、町としてもある一定のルールは持ちながら、

地域と協議をして、統合をするのであれば統合するということで、ある一定のスパンを持って、

ルールを決め、スパンを持って地域と連絡調整をしながら数を定めていくという方法も一つと考

えますので、それも早目につくる組織の中でどういった方法がいいのか、多分そういった形にな

るのではないかなと思いますけれども、進めていきたいなと思います。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） よろしくお願いします。大事なことは、全体を見ながら、避難所ですとか

避難場所とか、そういうことも統括した上で組み立てを考えていくべきだと思います。そして、

その一つの中に、各地区に公民館というのがあるわけですが、公民館の維持管理が町民が公平で

はありません。地代がかかっている公民館があったり、地代が全くかからない公民館があったり

という状況が現在あるわけですが、このことは行政の側で何とかしたいという思いはないのでし

ょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 各地区集会施設、公民館は町内70ぐらいはあるのかなというふう

に把握をしております。これは、基本的には地域のほうで準備をされて、そして町でも時々の支

援をしたり補助を入れながらつくってきたこれまでの歴史があるというふうに理解をしておりま

して、個々の集会施設等々でどのような地代がかかるかからない、あるいは別な負担があるない

というところまでは、現在のところは詳しくは一つ一つの集会施設の分までは私どものほうでは

把握はしていないという状況でございます。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 70ぐらいあると、そしてその公民館はいわば先代がつくったものを今の人

が利用しているわけです。不本意ながら利用しているところが必ずあるわけです。その土地も自

治会が取得しているところがあり、あるいは借りているところがあり、そのこと自体は私は調査

して、できるだけ町民を公平な負担になっていくような施策を打ち出すべきだと思いますが、そ
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れについてはいかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） それぞれの集会施設にはそれぞれの歴史があるというふうに理解

をしております。近年におきましては、公民館の維持費関係についてもなかなか負担が地元で大

変だというようなことも踏まえまして、その部分の私どもの町のほうからの補助の増額というよ

うなことも実施をしてまいったところでございます。ただ公民館の利活用につきましては、地域

それぞれが地域それぞれの事情で利活用をされていらっしゃる、あるいはその利活用の仕方もも

ろもろその地域によっていろんな活用の方法がされているというふうに認識をしておりますので、

どこまで私どものほうで踏み込んで一定の線を張れるかということについては、これは非常に難

しい部分もあると思いますので、慎重にこれは研究をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 個々に歴史があります。しかし、一番考えていただきたいのは今を生きて

いる方々、幸いにしてそこで生まれ育っている方々が、何でうちだけこういうふうに負担が大き

いのやということはあるはずであります。そこに配慮しながら、ぜひとも全体のことを調査し、

善処していただくようお願いいたします。 

  次に、廃校活用について伺います。まず、これも徳島県なのですが、神山町というところがあ

ります。5,500人、人口。そこは2010年、サテライトオフィスが１社できました。ところが、2017年

には16社にふえています。そして、5,500人の小さな町が「創造的過疎」という言葉をネット上に

踊らせています。やはりどう動くかが一番大事ではないでしょうか。たまたま先ほど５番議員が

ＤＭＯの取っかかりが今できたという話をされました。一つの学校を使ってＤＭＯのサテライト

オフィスに持っていくということは、私は先ほどの５番議員の議論を聞いていて可能性として高

いのではないかなと思って聞きましたが、いかがですか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） いずれ廃校になっている施設につきましては、いわゆる学校運営

のときに使っておりました施設しか整備されておらないわけでございますので、それをそのまま

何もなく簡単に使うということはまずできない、何かしらの手を加える必要があるものというふ

うに思っております。使って使えないことはないという認識でございます。 
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〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） あとこの利活用の関係の議論になりますと、必ず出てくるのが10年の縛り

ということが出てきます。それについて少しお尋ねしたいのですが、私の頭の中では中沢小学校、

それから大牛内分校は新しいわけです。これも早急に使える方向に動くべきだと思いますが、そ

のための弊害をお答えいただきたいと思います。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） ただいま議員のほうからくしくも個々の校名が出ましたけれども、

例えば中沢小学校におきましては、これは地区住民の皆様が現在も使用していらっしゃるわけで

ございます。時々のまさに地域コミュニティーの維持醸成のため、あるいは大牛内分校につきま

しても地元の任意団体の方々あるいは郷土芸能を伝承されている方々が使用しております。これ

も結構な定期的な頻度で使用しているというふうにお聞きをしております。したがいまして、こ

の２校につきましては、廃校利活用として俎上に上げることは現時点では非常に難しいのではな

いかなというふうに判断をしております。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） そうすると、各課横断的な内部検討組織を立ち上げ、調査研究を進めてい

るというご答弁がありました。この中でお試しサテライトオフィス、それからお試し住宅、具体

案として上がってきているということでございますが、まさに先ほどＤＭＯの地域おこし協力隊

員は小本の仮設住宅にいると。有芸に来ている地域おこし協力隊員も今は有芸に行っていますが、

最初は小本の仮設住宅だったと。どうもこの辺を、このお試し住宅ということでどこかの空き校

舎に手を入れて整備するというお考えはないでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 私どもも例の地域おこし協力隊の誘致から始まりまして、あるい

は移住、定住の施策を進めるに当たりまして、そういったお試しのまず住居、これが必要であろ

うということは重々承知をしているわけでございます。その中で、しからばいかにそれを準備し

てまいるかといったときに、たまたまではございますけれども、本町におきましてはそういった

仮設住宅があったと、しかも住むための施設であるということで、その仮設住宅がすっかりもう

消滅するまでは、そこをまず使わせていただきたいと。そして、それの存続期間のうちにまた次

の手を考えるということで施策を打ってきたわけでございますけれども、そういった例えばお試
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し住宅が今後取り壊し、完全消滅をするということになれば、これは次の手といたしまして、廃

校等々の利活用も議員ご指摘のとおりこれは考えていかなければならないという認識でございま

す。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 地域おこし協力隊員が外から岩泉町に入ってきて、ここに住みたいという

希望がそれぞれ聞けばあると思います。ところが、小本の仮設住宅があいているので、そこにと

いうことは私は安易な気がします。やはり外からせっかく来てもらう、そのためにはできれば大

川にも小川にもその空き校舎を活用して何とか近い将来にお試し住宅を設置できるような方向に

行くお考えはありませんか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） ただいま議員からご指摘をいただいておりました例えば地域おこ

し協力隊の隊員の皆様でございますけれども、今仮設住宅に仮に住んでいただいている方々につ

きましては、特にそういったご希望、町内のここにピンポイントで住みたいというようなことで

はございませんで、まずは岩泉町に行って地域おこし協力隊の活動をすることをまず第一義に考

えてきた方々でございまして、住まいは住めればいいということでの仮設住宅でございます。そ

れから、先ほど来議員からお話が出ましたとおり、有芸に行って活動されている方は一旦まずそ

のお試しに住みましてから、有芸に住みたいということで移られた方でございますので、そうい

った個々人のご希望、ご意見につきましては、私どもの移住コーディネーターがマンツーマンで

対応いたしまして、町内を、全町をめぐりながら適地を探すのをまずコーディネートしているこ

とでございますので、これはご希望に沿った今施策が打てているものという認識でございます。

それに従いまして、各地区にそれを整備をしていくということも、これは遠い将来には考える必

要もあるかもしれませんけれども、今々の段階ではそれは無理難題というふうなことに考えてお

ります。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 総合的にまさにこれはＤＭＯなのですが、その仮設住宅にいる方が例えば

大川小学校に住んでいると、そうするとその環境の中で気づきが生まれます。これもったいない

よなと、これこう使ったらいいんじゃないかなと、そういうチャンスをおのずから潰しているこ

とになると私は思います。したがいまして、チャンスを広げるためにその学校の活用というのは
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積極的にやるべきだと思いますが、その点についてはいかがですか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） そのようなお考えもあると思いますし、一方ではこの岩泉町内で

ございますから、町内をめぐる費用、自家用車等々、燃料代等々にかかる費用も、これは例えば

地域おこし協力隊の必要経費の中で認められている部分でもございますので、学校にいて気づく

こと、あるいはそこに通った、通過した、行ってみたことでひらめくもの、いろいろそれは人に

よって感性があると思いますので、議員の今のご指摘につきましては私も心にとどめさせていた

だきたいと思います。 

〇議長（加藤久民君） 13番、どうぞ。 

〇13番（野舘泰喜君） 強く心にとどめてください。ぜひとも一歩を踏み出してほしいという思い

です。本当に最初に質問に入れた徳島県三好市では７校が利用されています。そして、バラエテ

ィーに富んでいます。それは、スタートは１校からです。その実績を期待申し上げて、質問を終

わります。 

〇議長（加藤久民君） これで13番、野舘泰喜君の質問を終わります。 

  次に、３番、小松ひとみ君、どうぞ。 

          〔３番 小松ひとみ君登壇〕 

〇３番（小松ひとみ君） ３番、小松ひとみです。通告に基づきまして、一般質問を行います。 

  まずは１つ目、防災・減災のまちづくりについて。 

  私たちは、平成28年台風第10号による豪雨被害以来、多くの悔恨を繰り返しながらも復旧、復

興に向け懸命に取り組んでまいりました。悔恨というのは、「自分は大丈夫だ」という楽観的な認

識で、いかに災害への意識や知識が足りなかったのかという思いがあるからです。 

  昨年の西日本豪雨の際も、避難情報が出ているにもかかわらず、いまだに行動していないさま

をテレビ中継で見てはらはらしました。地球温暖化や自然を学ぶと、これからも次々と自然災害

が起こるであろうこと、これはあす起きても不思議のないことだと改めて感じています。 

  そういった点から見ても、本町が危機管理課を設け、防災・減災に取り組んでいることは画期

的であり、大きな発展です。町には、防災・減災活動に多くの人々が参加し、協力しています。 

  そこで、町、各地区の自主防災組織、消防団や防災士等を含め、どのように連携し、役割分担

していくのかお伺いします。 
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  自助・共助という防災意識を持つことは、家族を守り、地域で助け合いながら互いに生き延び

るために、そしてこの町で幸せに暮らしていくための仕組みづくりであり、とても大切です。 

  大きな災害に遭った岩泉町の防災・減災の取り組みは、全国的にも注目されていると思います。

今後どのような防災・減災のまちづくりを進めていくのかお聞かせください。 

  ２つ目は、地域活性化の支援についてです。 

  本町は広大な面積であるため、旧町村単位に支所を置き、地区ごとの活動に特色を持っており、

それが町の魅力を深めていると思います。ところが、この秋は例年の収穫イベントの時期に台風19号

被害があったことから、多くのイベントが中止に追い込まれてしまいました。 

  被害があって準備できない地区ではいたし方ないと思いますが、自粛という名目があったこと

に、いささか違和感を感じたのは私だけでしょうか。 

  「自粛」というのは、自分から進んで行動を慎むこと。慎むとは、間違いのないよう気をつけ

ること、軽はずみなことをしない、控え目にするということだと思います。 

  私は、台風10号災害を乗り越えて無事に収穫を祝うイベントができることは喜ばしい地域の活

性化そのものと考えます。このようなイベントに対して、その地区の思いを尊重し、町では応援

をして、ぜひとも開催すべきであったのではないかと思うのです。 

  このことについて、地域の活性化をうたう町としてどう考えておられるか、町長のご所見をお

伺いいたします。どうぞお願いいたします。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁願います。 

          〔町長 中居健一君登壇〕 

〇町長（中居健一君） ３番、小松ひとみ議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず初めに、防災・減災のまちづくりについてでありますが、本町では平成28年台風第10号豪

雨災害を教訓として、自主防災組織との連携及び強化を図るため、自主防災協議会連携会議を開

催しているところであります。 

  その中において、自助、共助の観点から、各地区自主防災協議会において、地域防災計画に付

随する各地区防災計画を策定をしていただいているところであります。 

  町総合防災訓練におきましても、地区の自主的な避難誘導訓練の実施のほか、行政と町民が協

力した形での取り組みを実施してまいりました。 

  また、地域の防災リーダー的役割を担っていただくことを期待をして防災士の育成にも取り組
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んでおり、このたびは町議会のご理解、ご協力もありまして、11月末時点における町内在住の防

災士は143名となっております。 

  防災士につきましては、その効果を高めるため、防災士連絡協議会を設立し、防災士個々の資

質向上を目的とした研修会などを実施しているところであります。 

  行政、自主防災組織、消防団及び防災士等の連携と役割でありますが、行政の責務としては町

民の生命や財産を守ることであると認識をしております。一方で、台風第10号のように本町全域

が被災する大規模災害では、行政だけの災害対応には限界があると痛感をさせられたところであ

ります。 

  消防団につきましては、平常時、非常時を問わず、その地域に密着し、町民の安心と安全を守

る重要な役割を担っております。災害時には、地域の安全確保のための巡視活動や避難誘導など

多岐にわたって活躍をしていただいているところであります。 

  このようにそれぞれの役割がある中、自助、共助、公助の考えに基づき、自主防災組織におき

ましては、地域住民や防災士が協力をし、「自分の命は自分たちで守る」という意識を防災訓練等

を通じて高めていただき、災害に対する事前の備えを行っていただきたいと、このように考えて

おります。 

  特にも防災士につきましては、防災に対する知識と意識を持ち合わせているものと、このよう

に認識をしておりますので、有事の際は率先をした避難行動や避難誘導あるいは避難所運営など、

その能力を発揮していただけるものと、このようにも期待しているところでございます。 

  最後に、今後の防災・減災のまちづくりについてでありますが、行政の責務を果たすために、

防災マップの活用など防災意識の啓発、災害に対する警戒情報の速やかな周知、さらには避難所

の機能充実を図り、地域の実情は違っても、それぞれの立場で同じ認識を持って町民の皆様と関

係機関が一体となり、災害に強いまちづくりを進めてまいりますので、ご理解を賜りますようお

願いを申し上げます。 

  次に、地域活性化の支援についてでありますが、令和元年台風第19号により多くのイベントが

中止になったところであります。本町では、11月３日に地震・津波避難訓練を予定しておりまし

たが、訓練対象地域が大きな被害を受けたことから、地域の皆様などと実施できるか協議をした

結果、本年度はやむを得ず中止した経緯がございます。 

  また、台風直後には地域振興協議会等が主催するイベントも各地区で予定をされておりました
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が、それぞれの協議会では安全の確保や被災直後の参加者の見込み、さらには被災者への配慮な

ど、さまざまな状況を考慮して開催の可否を判断したものと、このように認識をしております。 

  今回に限らず、このようなケースはこれからも考えられますが、地域活性化の観点からすれば、

議員ご指摘の考え方も理解できるところではありますが、その都度、その時々の状況に応じて、

第一義的には主催者の判断を尊重すべきものと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願

いを申し上げたいと思います。 

  なお、地域活動の推進につきましては、町としても引き続き地域の思いやアイデア等を尊重し、

活気ある活動を支援していきたいと、このような考えにはいささかも変わりがございませんので、

今後ともよろしくお願いを申し上げたいと、このように思います。 

  以上で答弁とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（加藤久民君） ３番、再質問はございませんか。どうぞ。 

〇３番（小松ひとみ君） 各地区での防災計画等をつくっておられるといいますが、各地区地域振

興協議会、自治会、自主防組織、大体同じ役割を担って、同じメンバーが大体だと思うのですが、

先ほど13番議員がおっしゃったとおり、行政区の力関係、住民力というか、人数もそうですけれ

ども、随分差があると思うのですけれども、その点各地区自主防の活動についてはどう活動なさ

れているか、それについてお聞きしたいです。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  佐々木危機管理監、どうぞ。 

〇危機管理監兼危機管理課長（佐々木重光君） それでは、お答えいたします。 

  ただいま各地区の防災計画というお話が出ましたけれども、まずその前段としてこの地区防災

計画がなぜ必要かという部分でございますけれども、まず東日本大震災、平成23年にございまし

たこの災害を教訓としまして、市町村が定めている地域防災計画ではだめだと、さらに細部の地

区における防災計画が必要だという部分で、これは法律で定められたものでございます。当町に

おきましては、岩手県内で初めて全地区６地区、地区防災計画をつくっております。私は、この

地区防災計画につきまして、中身の是非を問うというより、まずつくることが大前提であると、

つくることによってまずその効果が一つあらわれていると、このように考えております。その中

にあって、各地区の防災計画のつくり方、構成等、これにつきましては各自治会、さらに全地区、

地域振興協議会の表裏一体となった地区防災計画でつくられております。その成果を試すために、
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昨年度から町の防災訓練に全地区が参加していただいて、自主防、それから消防団、それから各

支所の支部、これが一体となって訓練を取り進めております。したがいまして、現在の地区防災

計画につきましては、全地区ともある程度成果を出している、そしてまた今後こういう形で地区

防災計画の中身を濃くしていきたいと、このように考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） ３番、どうぞ。 

〇３番（小松ひとみ君） 防災士養成講座においては、若い方々もいっぱい参加して、とても力強

く思いました。その中で、各地区への人数配分というか、その人数がここには何人いるとか、そ

ういうマップとしての配分はできておりますか、お聞きします。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木危機管理監、どうぞ。 

〇危機管理監兼危機管理課長（佐々木重光君） お答えいたします。 

  防災士の養成につきましては、各地区応募の段階でそれなりにうちのほうで配意をしながらお

願いしているところでございますけれども、なかなか人口の度合い等が違って、なかなか応募し

ていただいていないというのが現状でございますけれども、参考までに各地区を見ますと、岩泉

地区が58名、小川地区が23名、それから小本地区が20名、それから大川、安家、有芸が６名から

７名ということになってございます。これは、人口の関係の部分で仕方がないかなとは思います

けれども、現時点ではそれぞれ各地区に防災士が４名、５名以上いるということでございますの

で、一応来年度もこの養成を計画しておりますので、この状況を見まして、少ない地域の部分に

ついては応募を積極的に図ってまいりたいと、このように考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） ３番、どうぞ。 

〇３番（小松ひとみ君） やはり声がけが地域振興協議会ありきというか、そちらの地域でいろい

ろこの養成講座をアピールというか、そちらから集めていただいたという経緯があるでしょうけ

れども、びっくりしたのは各事業所、宿泊所とかお店とか、そういう事業所関連への声がけがち

ょっと足りなかったのではないかと思います。来年度でこの計画の最終年度だと思いますが、こ

の事業所に関しては本当に重要だと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木危機管理監、どうぞ。 

〇危機管理監兼危機管理課長（佐々木重光君） お答えいたします。 
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  そもそも防災士の養成というのは、自主防の中の防災リーダー、避難リーダー、これの育成が

一つのメーンでございました。したがいまして、初年度におきましては各地区自主防からの推薦

を中心ということでやってまいりました。今年度におきましては、さらに一歩進みまして、社会

福祉施設、事業所等の部分にも広げ、あるいは消防団にも広げて応募等していただきました。来

年度の部分につきましては、今議員ご指摘の部分がございましたので、その部分を考慮しながら

応募等やってまいりたいと、このように考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） ３番、どうぞ。 

〇３番（小松ひとみ君） ありがとうございました。この間の台風19号のときの町民会館への避難

する方々が暗くなるにつれてどんどんふえてまいりまして、随分いっぱいになったなと、やっぱ

り怖い思いをして皆さん避難してこられるのだなと思いました。この避難所運営についても教育

委員会が担っているのでしょうか、それについて、避難所運営についてをちょっとお聞きしたい

のですが、私はあの後、皆さん毛布とか、そういう各部屋で一晩明かしたわけですけれども、そ

の次の日というのは片づけ等も大変ではないのでしょうか、どうでしょう。 

〇議長（加藤久民君） それでは、答弁させます。 

  佐々木危機管理監、どうぞ。 

〇危機管理監兼危機管理課長（佐々木重光君） 避難所運営につきましてお答えをいたします。 

  ご存じのとおり、町内には指定避難所52カ所ございます。これは、平成28年の台風10号災害を

教訓としまして、孤立化に強いまちづくりということで各地区に指定避難所を多く設けたところ

でございます。今回の台風19号災害でございますけれども、暴風雨の危険がございましたので、

従来各地区１カ所という想定でございましたけれども、あえて各地区２カ所、計11カ所開設した

ところでございます。その中にありまして、役場職員派遣の開設は恐らくこの11カ所が限界かな

と思っております。それ以外の指定避難所運営につきましては、自主防、各地区の方々にお願い

するしかないと思います。ご存じのとおり、町民会館におきましては、町の地域防災計画の役割

分担の中におきまして教育委員会が運営するということになっております。したがいまして、開

設から閉鎖まで教育委員会の担当職員にやっていただいたところでございます。なお、ある程度

被害状況等の部分におきましては、今後岩泉地区の自主防さんにお願いするというケースも出て

くるかなと、このように思っております。 
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  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） 答弁保留、毛布の何か、聞きました、いいですか。 

  ３番、どうぞ。 

〇３番（小松ひとみ君） ぜひとも防災士になったこの143名ですか、この人たちを使ってこういう

避難所運営でのリーダー的役割を担ってほしいのですが、教育委員会の負担も大きいでしょうし、

自主防という中でもぜひともこれを活用して、もっと役割分担、あと横のつながりをもっと強い

ものにして、あと皆さんの意識を高めるためにも、一つにするためにもどんどん活用してほしい

と思います。これは要望としてです。 

  地域活性化の支援についてのことでお聞きします。今回の各地区の主催者の判断でそれをやめ

たところが多いわけですけれども、私が思うのは、各地区に委ねる前に何か町としての自粛ムー

ドがあったと、「やってられないんじゃないか」という地域住民の声を聞いたので、それはかえっ

て大丈夫だと判断、まず地域の収穫をそのときに出すわけですよね。それをもっと町が、かえっ

て自粛ムードというか、やってはいけないムードではなくて、やるべきだと、進めるべきだと思

ったので、そこのところをちょっとお聞きしたいと思います。というのは、次の日皆さん、「いっ

ぱい白菜をつくったのだけれども、どうしたらいいでしょう」とか、「これを売ろうと思っていた

のだけれども、どうしたらいいだろう、買ってくれないか」とかと個々に歩いているのを見て、

ほらみろ、やっぱりやるべきだったんじゃないかという、そのムードに押されないでやるべきだ

ったのではないかなと思ったのです。その町としての姿勢の自粛ムードという、そこがすごく問

題だと思ったのですが、どうお考えでしょうか。 

〇議長（加藤久民君） 應家総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（應家義政君） ご答弁にありましたとおり、まずイベントは主催者みずからが自己判

断でということはそのとおりでございますけれども、自粛ムードがどういった形で自粛ムードに

なったかというところまではなかなかはかり知れない部分がございます。町としましては、町主

催の部分につきましては、職員体制とか、あとは例えば龍泉洞まつりにすれば、観光客が果たし

てこの状態で来るのかと、本当に趣旨に合った形でイベントができるのかとか、そういった被災

地の状況が大変だったとか、そういったのを勘案しまして中止にしたところでございます。その

中止にしたことがイコール自粛ムードになったのかどうかというのはなかなか判断に難しいとこ

ろではございますけれども、それはやっぱり各地区地区で、今回先ほどおっしゃったとおりイベ
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ントを中止したことによって販売物がなかなか難しかったというのがあれば、それを反省しなが

ら、来ないにこしたことはないのですけれども、もしそういった場面があったら各地区でそうい

った判断を、総括的に判断していただきたいなと考えております。 

〇議長（加藤久民君） ３番、どうぞ。 

〇３番（小松ひとみ君） 例えば有芸では、今まで21回続けてきたと、そういう21年も続けてきた

のをやめることというのはとても大きいことで、本当にみんなが色あせてしまったという言葉も

聞きました。ぜひともハード面の復旧は進んでいるでしょうけれども、やっぱり住民力の低下と

か、やる気とか次への希望を持ってという、そこは大分弱まっていると思いますので、ぜひとも

そういう住民の思いを酌み取って、自粛ムードとかやらない方向だと住民が感じられないような、

住民に寄り添った応援するという態度をぜひともこれから何事でもとっていただきたいと思いま

す。 

  これで終わります。お願いいたします。 

〇議長（加藤久民君） これで３番、小松ひとみ君の質問を終わります。 

  次に、10番、合砂丈司君、どうぞ。 

          〔10番 合砂丈司君登壇〕 

〇10番（合砂丈司君） 10番、合砂丈司でございます。通告に基づきまして、一般質問を行います。 

  平成28年台風第10号豪雨災害からの復旧のめどが見えてきて、復興に向けて大きな節目を迎え

ております。安家地区におきましても、安家地区複合施設が整備中であり、安心できる防災・減

災対策の拠点として施設の完成を地区民が待ち望んでおります。町長を初め、関係各位に心から

感謝申し上げる次第であります。 

  まず１点目ですが、地域防災センターの整備についてお伺いします。 

  各地区には、廃校となった小中学校の校舎があり、安家地区においては旧大平小中学校があり

ます。そこで、私は廃校となった旧大平小中学校の校舎を地域防災センターとして整備し、防災

・減災対策に活用すべきではないかと考えます。 

  過日の台風第19号においては、旧大平小中学校は指定避難所となっていることから、数名が避

難したところであります。ただ、廃校となっているため、附帯設備が停止状態で、トイレ、水道

は外にあり、避難者が難儀したと伺っております。 

  また、平成28年台風第10号災害では、ご承知のとおり各地区で甚大な被害が発生いたしました。
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停電、道路の寸断、孤立状態となったところもあります。その中において、町長を初め職員の方

々や、国、県及び関係機関、ボランティアの方々の献身的な支援のもと、地域の人たちが協力、

支え合いながら災害を乗り越えてきたところであります。今さらながら関係各位に深く感謝申し

上げるものであります。 

  この甚大な被害を教訓として、災害への心構えを次の世代に伝えるとともに、災害に強い、安

心して地域に住んでいくため、廃校となった校舎を活用し、防災備品や衛生設備を備えた長期に

避難できる地域防災センターとして整備するべきではないかと考えますが、町長の見解をお伺い

します。 

  ２点目は、公民館等へのぴーちゃんねっとの設置についてですが、公民館は地域の祭り、行事、

寄り合い等々を行っているコミュニティー活動の拠点であります。地域での活動には、情報の受

信、発信が大切なツールであることから、地域によっては公衆電話を設置し、活動してきたとこ

ろです。しかし、基本料金等が公民館の運営費を圧迫したため、その公衆電話を廃止したところ

もあると伺っております。 

  情報通信設備の整備は、平常時のコミュニティー活動の充実・発展とあわせ、非常時の防災対

策にもつながることから、避難所の指定のあるないにかかわらず、公民館等にぴーちゃんねっと

を設置する必要があると考えますが、町長の見解をお伺いします。 

  以上で本席からの質問を終わります。 

〇議長（加藤久民君） 中居町長、答弁願います。どうぞ。 

          〔町長 中居健一君登壇〕 

〇町長（中居健一君） 10番、合砂丈司議員のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず初めに、地域防災センターの整備についてでありますが、議員からご提案のありました旧

大平小中学校につきましては、平成28年台風第10号豪雨災害を教訓とし、道路寸断等による孤立

対策として、平成29年度に避難所として指定をしており、令和元年台風第19号の際に一時避難所

として指定後、初めて避難所の開設、運営を行ったところであります。 

  これは、台風第19号の影響によって、平成28年台風第10号を上回る暴風雨が予想されたことか

ら、頑丈な建物等に迅速に避難できるよう考慮したものであります。 

  議員ご指摘のとおり、閉校後は附帯設備が停止状態となっているため、避難所として不便をお

かけしたものと存じますが、当該施設は鉄筋コンクリート構造であり、施設の改修等に相当難儀
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をすることも予想されますことから、現時点では議員ご提案の地域防災センターとしてのハード

的な整備につきましては慎重な検討が必要であると、このように考えておりますので、ご理解を

賜りたいと、このように思います。 

  安家地区につきましては、議員ご案内のとおり、役場支所や避難所機能を備え、消防屯所等を

併設した複合施設の整備を進めており、令和２年度の春には供用開始の見込みとなっております。 

  台風接近時などには、町民の皆様に対しては早期避難の呼びかけを行うとともに、避難所運営

の観点から、新たに整備する安家地区複合施設への避難を優先とし、旧大平小中学校につきまし

ては、災害警戒の規模や降水量等の予想を勘案しながら、適時適切に開設、運営を図ってまいり

ますが、万が一長期に避難所での生活を余儀なくされる場合は、安家地区複合施設または岩泉地

区の避難所等に集約して対応してまいりたいと、このように考えているところであります。 

  防災備品につきましては、本年度において非常用発電機など、避難所においては最低限必要と

思われる備品や物品等を配備しておりますが、旧大平小中学校の避難所運営につきましては、附

帯施設の課題を補うことができるよう、備品等の配備について検討してまいりますので、ご理解

をお願いを申し上げます。 

  次に、公民館等へのぴーちゃんねっとの設置についてでありますが、議員ご案内のとおり、地

域情報通信基盤整備事業におけるぴーちゃんねっと告知端末の整備につきましては、当該国庫補

助事業の制度上、住家を基本とした整備とされております。 

  このため、本町では町内全世帯はもとより、学校、病院、常時人がいる事業所等へ限定をし、

必要台数を積み上げ、整備をしてきたところであります。このような中で、当該事業構想を練る

時点においては、東日本大震災を教訓とし、防災上の観点も考慮しながら、指定避難所及び消防

屯所へ町単独での整備を図ってきたところであります。 

  今年度は導入から５年が経過をし、ぴーちゃんねっとシステム保守期間が満了しましたので、

現在更新作業を行っておりますが、専門業者によるシステムの保守対応は今回が最終の更新とな

り、５年後には事業完了することとなっております。このため、今後に向けては新たな通信手段

の確保を模索していかなければならない、このように考えております。 

  また、告知端末も既に生産、販売を終了しており、今後新たに確保することはできないことか

ら、これまでの間の故障、ふぐあいによる機器の修理交換の実績などを積み上げ、向こう５年間

に対応できる必要見込み台数として確保しているものであります。 
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  こうした状況の中、全ての公民館等に告知端末を設置することになれば、故障交換や住家への

新設に対応できなくなる可能性もありますことから、ご理解を賜りますようお願いを申し上げた

いと、このように思います。 

  以上で答弁とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（加藤久民君） 10番、再質問はございますか。どうぞ。 

〇10番（合砂丈司君） まず、１点目の地域防災センターの整備についてですが、防災センターの

ハード的な整備は慎重な検討が必要、鉄筋コンクリートの構造で施設の改修が相当難儀するとあ

りますが、これはどのような検討で、どのような整備を考えているのか、まずそれからお伺いし

ます。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木危機管理監、どうぞ。 

〇危機管理監兼危機管理課長（佐々木重光君） それでは、お答えいたします。 

  議員のほうから指定避難所としての機能で、まず水道がないと、それからトイレ等の部分が屋

外にあるという部分のご指摘をいただきました。水道の部分につきまして、その施設の部分をつ

ぶさに確認させていただいたところ、鉄筋コンクリートで配管等がもう既に老朽化しているとい

う部分でございまして、教育委員会のほうもあえて屋外のほうで使えるという部分にしているか

なと思います。トイレにつきましても、まさにそのとおりでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） 10番、どうぞ。 

〇10番（合砂丈司君） ここは、旧大平小中学校は指定避難所、ドクターヘリの発着するところで

もあります。そういう観点から、学校施設の機能を全て再生整備の希望はしていないのですが、

長期避難、安家地区複合施設の充実、理解はできます。一時的であっても、現実に住んで利用す

る場所、施設全般ではなく、使用する一部を整備してほしい。例えばトイレ、手洗い場、台所等、

水回りの最低限の整備は必要と考えます。平成28年台風10号の災害のときも、私はそこへ一時避

難した経緯があります。宿泊はしなかったのですが、数時間で帰りましたが、数名そこへ一時避

難して数時間、三、四時間ぐらいいて全員が帰りましたが、そういうときにやっぱり手洗い場、

台所がない、そういうのに感じました。やはりそれは最低限設置すべきと考えますが、その点に

ついてお願いします。 

〇議長（加藤久民君） 佐々木危機管理監、どうぞ。 
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〇危機管理監兼危機管理課長（佐々木重光君） お答えいたします。 

  平成28年の台風10号当時のお話が出ましたけれども、当時私も消防署長としまして、救沢が通

れないということで大石沢のほうを通りまして、旧大平小中にお邪魔しました。その中におきま

して、議員さんが物資の仕分け等をしていただいておりまして、その現状につきましては私は十

分承知しているところでございます。まさに指定避難所として足りない部分、その部分につきま

しては整備していかなければならないというのが実情でございます。ご答弁申し上げましたとお

り、鉄筋コンクリート構造で大変な部分があるという部分であれば、危機管理課としましては、

今の水道を補う部分の水の関係あるいはトイレの部分については簡易トイレの関係、その部分に

つきまして物品等の部分は配備していきたいと、このように考えておりました。それ以上の大き

な改修等につきましては、いろいろ財政的な部分もございますでしょうから、検討しなければな

らないと、このように考えておりますので、ご了承いただければと思います。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） 10番、どうぞ。 

〇10番（合砂丈司君） とりあえず最低限そういうトイレとか水道が必要で、その後備品等も配備

すればよいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、公民館へのぴーちゃんねっとの設置についてですが、何かぴーちゃんねっとシステムが

２年度、５年間の更新事業を完了するとあります。そして、その後新たな通信手段を確保が必要

とありますが、これでは明確な、新たなといったらどういうのを検討して考えているのか、その

辺についてお伺いします。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） ぴーちゃんねっとで今町民の皆様には広くご活用、ご利用をいた

だいているわけでございますが、これが事業完了でなくなると。したがいまして、今お使いをい

ただいている告知端末等々につきましても全部回収をさせていただいてなくなるということに将

来はなるわけでございます。したがいまして、それにかわって町からの行政情報なり、あるいは

町民の皆様同士のやりとりの部分、今までぴーちゃんねっとが担ってきた役割というものをどの

ように今後の時代に向けて確立、確保していくのか、またいかなければならないのか、そういっ

たことをこれから検討していかなければならない、そういう意味でございます。 

〇議長（加藤久民君） 10番、どうぞ。 
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〇10番（合砂丈司君） おかげさまで設置して５年がたつわけですが、ようやく今なれてきて、特

にも顔を見ながら会話できる本当にいいシステムだと思っていました。高齢者の方も使っており

ますが、これがあと５年でなくなるといいますと、できれば同じようなものが設置されればいい

と思うのですが、そういうようなものになるかならないかわからないですが、その辺について詳

しくといってもわからないと思いますが、その辺を新たにどういうような考えなのか。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） きのうのご質問にも賜りましたけれども、いわゆるソサエティー5.0あ

るいは５Ｇというような目覚ましい通信関係では飛躍、発展を今まさに変革期を迎えているとい

うふうに言われております。ぴーちゃんねっとと同じような機能を持つものが近い将来さらに進

化した形で準備をされていく世の中になるのか、さらにはもっと進歩したようなシステム、設備

ができるのか、これはまだ予想が５年後は非常に難しいところでございますので、なるべくぴー

ちゃんねっとと使い勝手を落とさないような整備ができればよいと今のところは考えているとこ

ろでございます。 

〇議長（加藤久民君） 10番、どうぞ。 

〇10番（合砂丈司君） 特にも山間地におきましては、何の通信手段もなく、有線放送もない、そ

ういう地区は今はぴーちゃんねっと頼りでいろんな情報を得るわけだ、緊急時でも。やはりぜひ

ともこれは必要だと思うのです、私は。ぜひこれに同じようなと言えば難しいかもしれませんが、

大体高齢者でも安心して聞けるような設備をつけてほしいと思います。よろしくお願いします。 

  そして、答弁書によりますと、公民館設置は難しいとあります。特にも公民館活動は、コミュ

ニティーとかいろいろ活動もするようになってきたし、避難所にもなっているのですが、特にも

防災士が町内にも何百人となって、今地区で心肺蘇生法、ＡＥＤの訓練というか、そういうのも

地区ではやっています。そういう観点で使用もしたり避難所にもなったりするのですが、そうい

う観点から情報のぴーちゃんねっとができないのか、何らかの通信手段というか、できる手段が

設置できないものかどうか、その辺についてお願いします。 

〇議長（加藤久民君） 三浦政策推進課長、どうぞ。 

〇政策推進課長（三浦英二君） 町内に地区集会施設等々、70施設ぐらいは設置をされているとい

うふうに認識をしておりますけれども、一方では町のほうでも積極的に今の時代に対応すべく携

帯電話等々の基地局をこれまで積極的に整備を進めてまいりました。その中におきまして、集会
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施設のあるエリア、これにつきましては不感地帯はないものというふうに認識をしておりますの

で、そういった点では携帯電話、スマホは使用可能というふうにも思っておりますので、全くの

通信手段がないということには認識はしていないわけでございますので、そういった部分でのご

活用、ご利用を何とかなさっていただきたいというふうに思うのであります。 

〇議長（加藤久民君） 10番、どうぞ。 

〇10番（合砂丈司君） 特にも地域住民も要望が強いわけですので、ぜひとも人の集まる場所には

情報収集ができるような状態にしていただきたいと思います。要望として終わります。 

  以上で終わります。 

〇議長（加藤久民君） これで10番、合砂丈司君の質問を終わります。 

  これで一般質問を終わります。 

                                           

    ◎散会の宣告 

〇議長（加藤久民君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

（午後 零時１３分） 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（加藤久民君） ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は14人です。定足数に達していますので、会議は成立しました。 

（午後 ３時１５分） 

                                           

    ◎議事日程の報告 

〇議長（加藤久民君） 本日の議事日程はお手元に配りましたとおりです。 

                                           

    ◎議案第１号～議案第１５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 議事日程に入ります。 

  日程第１、議案第１号 岩泉町表彰条例の一部を改正する条例についてから日程第15、議案第

15号 令和元年度岩泉町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）までの15件を一括議題とし

ます。 

  本件について委員長の報告を求めます。 

  条例補正予算審査特別委員長、小松ひとみ君、どうぞ。 

          〔条例補正予算審査特別委員長 小松ひとみ君登壇〕 

〇条例補正予算審査特別委員長（小松ひとみ君） 令和元年12月10日、岩泉町議会議長、加藤久民

殿。条例補正予算審査特別委員長、小松ひとみ。 

  委員会審査報告書。本委員会に付託された事件は、審査した結果、下記のとおり決定したので、

会議規則第76条の規定により報告します。 

  記。事件の番号、件名、審査の結果。 

  議案第１号 岩泉町表彰条例の一部を改正する条例について、原案可決。 

  議案第２号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例につい

て、原案可決。 

  議案第３号 一般職の職員の給与に関する条例及び岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部を改正する条例について、原案可決。 

  議案第４号 岩泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
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する条例について、原案可決。 

  議案第５号 平成28年台風第10号災害に係る農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例の

一部を改正する条例について、原案可決。 

  議案第６号 岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

について、原案可決。 

  議案第７号 岩泉町立学校設置条例の一部を改正する条例について、原案可決。 

  議案第８号 岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について、原案

可決。 

  議案第９号 岩泉町奨学資金に関する条例の一部を改正する条例について、原案可決。 

  議案第10号 令和元年度岩泉町一般会計補正予算（第４号）、原案可決。 

  議案第11号 令和元年度岩泉町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、原案可決。 

  議案第12号 令和元年度岩泉町介護保険特別会計補正予算（第３号）、原案可決。 

  議案第13号 令和元年度岩泉町簡易水道特別会計補正予算（第３号）、原案可決。 

  議案第14号 令和元年度岩泉町観光事業特別会計補正予算（第４号）、原案可決。 

  議案第15号 令和元年度岩泉町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）、原案可決。 

  以上です。 

〇議長（加藤久民君） ただいまの条例補正予算審査特別委員長報告に対する質疑を行います。質

疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  議案第１号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  議案第２号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第２号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  議案第３号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第３号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  議案第４号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第４号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 
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  議案第５号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第５号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  議案第６号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第６号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

  議案第７号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第７号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

  議案第８号の討論を行います。討論はありませんか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第８号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

  議案第９号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第９号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

  議案第10号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第10号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

  議案第11号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第11号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

  議案第12号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第12号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

  議案第13号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第13号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  議案第14号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 
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  これから議案第14号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

  議案第15号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第15号を採決します。 

  お諮りします。本案に対する委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに異

議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎閉会中の継続審査申し出について 

〇議長（加藤久民君） 日程第16、閉会中の継続審査申し出についてを議題とします。 

  総務常任委員長から、目下委員会において審査中の請願第４号 医師養成定員を減らす政府方

針の見直しを求める請願、請願第５号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求

める請願及び請願第６号 看護師の全国を適用地域とした特定最賃の新設を求める請願について、

会議規則第74条の規定によって閉会中の継続審査の申し出がありました。 

  お諮りします。総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに異議あ

りませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。 
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    ◎発議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（加藤久民君） 日程第17、発議案第４号 議員定数等調査検討特別委員会の設置に関する

決議を議題とします。 

  本案について提案者の説明を求めます。 

  ７番、坂本昇君、どうぞ。 

          〔７番 坂本 昇君登壇〕 

〇７番（坂本 昇君） 発議案第４号、令和元年12月10日、岩泉町議会議長、加藤久民殿。提出者、

岩泉町議会議員、坂本昇。賛成者、岩泉町議会議員、合砂丈司、同じく畠山直人、同じく三田地

久志、同じく八重樫龍介。 

  議員定数等調査検討特別委員会の設置に関する決議。 

  標記について、岩泉町議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出します。 

  別紙。議員定数等調査検討特別委員会の設置に関する決議。 

  次のとおり議員定数等調査検討特別委員会を設置するものとする。 

  １、名称。議員定数等調査検討特別委員会。 

  ２、設置の根拠。地方自治法第109条及び岩泉町議会委員会条例第５条。 

  ３、目的。岩泉町議会議員の定数及び報酬等について調査、検討するため。 

  ４、委員の定数。議長を除く全議員13人。 

  ５、調査期限。特別委員会設置の日から調査検討が終了するまでとし、議会閉会中も継続調査

を行えるものとする。 

  以上でございます。 

〇議長（加藤久民君） 提案者の説明が終わりました。 

  これから発議案第４号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 質疑なしと認めます。 

  発議案第４号の討論を行います。討論はありませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 討論なしと認めます。 



- 131 - 

  これから発議案第４号を採決します。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（加藤久民君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議案第４号は原案のとおり可決されました。 

                                           

    ◎閉会の宣告 

〇議長（加藤久民君） これで本定例会の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和元年第４回岩泉町議会定例会を閉会します。 

（午後 ３時３１分） 
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